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財団法人・日本学会事務センターの破産 

－そのとき学会はどのように動いたか－ 

 

日本学会事務センター破産被害学会連絡協議会事務局長 

日本地形学連合総務主幹 

滋賀県立大学環境科学部  

倉茂好匡 

 

１．はじめに 

 2004 年 8 月，（財）日本学会事務センター（以下，学会センターと略す）が破産した．学

会センターに学会事務委託をしていた学協会は約 300 におよぶ．そして，多くの学会はそ

の会費や資金を学会センターに預けていた．この「預け金」（学会センターからみれば「預

り金」）は学会センター名義の銀行口座で管理されていた．このため，学会センターの破産

とともにこの「預け金」は「一般債権」として法的に処理されることとなった．そして，

学会センターの破産時の財務状態が極めて劣悪であったため，学会の「預け金」を含めた

一般債権に対する配当はゼロとなった．学会によっては，その資産の大部分を「預け金」

として学会センターに委託していたところもあり，そのようなところほど大きな財政的危

機に陥った． 

 私は日本地形学連合という学会の総務主幹として，学会の事務処理全般を管理すべき立

場にある．本連合も学会センターの破産に伴い 2004 年度会費収入の約 7割を失う事となっ

た．このため大きな財政的危機をむかえることとなり，2005 年より発行を予定していた英

文学術雑誌の発行を断念せざるを得なくなった．すでに出版社との契約を済ませ，原稿も

集まりつつあったのに，である．一方，このような大問題に対処するとき，単一の学会と

して行動してもできることはわずかである．どうしても関係する学会を横断するような組

織を作らなくてはならない．本連合は 2004 年 8 月 12 日に緊急の役員会を東京で開催し，

本連合としての当面の行動方針を定める一方，もし他学会から「関係学会を横断するよう

な組織を作ろう」という声があがらなかった場合には本連合が主体となって関係学会に呼

びかけることを決定した．結局，本連合が主体的に学会横断組織をつくる行動を起こすこ

ととなり，本連合の関係する役員はこの問題の対処に奔走することとなった．また，私の

勤務する滋賀県立大学には日本陸水学会の主だった役員が多く勤務しており，彼らも学会

センター破産の被害をもろに被っていた．そこで，学会側の組織を作っていくうえで，当

初は日本地形学連合と日本陸水学会とが協力しながら行動していくこととなった． 

 その後，2004 年 11 月 27 日には「日本学会事務センター破産被害学会連絡協議会」が発

足，さらには元理事長らとの和解協議を行うために 2004 年 12 月 23 日に「和解交渉委員会」

が発足，学会センター破産に関連するさまざまな対応を行っていくこととなった． 

 本稿では，われわれ学会側が知り得た「学会センターの破産に至る経緯」を記録として
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とどめると共に，それに対して学会側がとった行動およびそれにより明らかになった問題

点等について整理していきたいと思う． 

本稿には，学会センターの元常務理事や専務理事の名前が多く登場してくる．話を整理

するために，主な人名と肩書きを前もって整理しておく． 

山田 猛氏：1985 年までの専務理事．その後は学会センター非常勤理事．1994 年より学

会センターの常任顧問． 

 轟 豊語氏：2003 年 9 月までの常務理事 

 今野省造氏：2004 年 3 月までの専務理事 

 原  剛氏：2004 年 3 月までの常務理事 

 寺尾繁美氏：2004 年４月からの専務理事．前岡山大学事務局長．学会センターには 2003

年 10 月着任 

 山口哲男氏：2004 年 4 月からの常務理事 

 木田 宏氏：元日本学会事務センター会長．1978 年まで文部省事務次官． 

 光岡知足氏：元日本学会事務センター理事長．東京大学名誉教授． 

学会センターでは，2004 年 3 月の時点でそれまでの常務理事と専務理事を解任し，新し

い常務理事と専務理事をむかえている．2003 年 3 月に常務理事が暴行傷害事件を起こした

ことが発端にあったらしいが，このあたりで学会センターの経営状態がおかしいことに元

理事長の光岡知足先生が気付き，人事異動を強行したといわれている．なお，新しく専務

理事に就任した寺尾氏は前岡山大学事務局長であり，文部科学省の紹介をうけて学会セン

ターに入社している． 

 

２．日本学会事務センターの経営破綻 －学会はいつこれを知ったのか－ 

 すべての発端は，2004 年 7 月初旬に「学会センターが学会からの預り金を流用している」

との新聞報道がなされたことに始まる．この報道を受け，学会センターは 7 月中旬に東京

と大阪で 3 回にわたりこの問題に対する説明会を開催した．この席上，学会センターの寺

尾繁美専務理事より以下のような説明があった． 

・ 学会センターでは，2003 年 3 月に常務理事の暴行傷害事件など 2件の不祥事が発生

した． 

・ これを機に学会センターの管理運営体制および運営方法の抜本的見直しを行った． 

・ その結果，大幅な累積赤字が存在すること，またこの赤字の補填に多額の学会預り

金を充当していたことが判明した． 

・ この赤字の原因は，学会センター財務構造が合理的でないことに加え，学会ユーテ

ィリティーセンターへの貸付金が膠着していること，また駒込の本部ビル取得時の

長期借入金返済が適切に行われていなかったことが主たるものである． 

・ 現在，学会預り金総額に対する流動資産が大幅に不足している． 

・ もし学会に対してこれまで以上に預り金からの送金を行うと，学会センターの事業
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資金が枯渇し破綻してしまう． 

・ したがって，学会のみなさまには，預り金を引き上げるようなことはせず，このま

ま預かり金を学会センターに置いた状態を維持させてほしい． 

・ そのうえで，学会センターは 7年で再建を果たす再建計画をたてた．学会センター

が学会事務の委託業務を存続させるためにも，学会のみなさんの協力をお願いした

い． 

 そして，学会センターが計画した再建計画の説明がなされた．その再建計画の主な内容

を列挙すると，以下の通りである． 

・ 国際会議などの学術集会委託業務を，今後はセンターとして受託したのち，民間の

同種業者に再委託する． 

・ 学会誌の編集・制作業務の外注化を検討する． 

・ 事務所を再編する．そのため，本郷にあるビルから退去し，駒込の本部ビル周辺に

入居する．また大阪事務所の規模を縮小して移転し，大阪大学構内への設置を視野

に検討する． 

・ 情報システムの全面外注化を図る． 

・ 職員数を削減する．現在，職員 94 名，臨時職員 24 名いるものを，職員 80 名，臨

時職員 10 名にまで削減する． 

これに対し，「このような経営状態に至った経緯に対する説明に不明な点が多すぎる」「外

部委託すれば廉価になるような業務があるのなら，学会は直接その業者に委託する．今後

は学会センターにこの種の業務を委託することはしない」「再建計画があまりにも甘い」な

ど，学会側から怒号にも似た抗議が多くあがり，学会センターはこの計画を撤回せざるを

得ない状況に追い込まれた．そして光岡理事長から「再建計画を再考し，一ヵ月後までに

皆様に提示します」との説明があった． 

 その後，7 月 23 日付けの理事長名文書が関係学会に送付され，それには「新たに業務提

携する会社が見つかった．これをもとに新たな再建計画を立てている．当面の破綻の危機

は去ったので安心してほしい」旨の記載があった．この文書により，多くの学会が一旦は

安心した．またこの文書により，学会センターの再建が可能になったとの印象をもった学

会も多いと聞く． 

 ところがその後，「8 月 6 日に学会センターは東京地方裁判所に民事再生手続きの開始を

申し立てた」との情報がもたらされた．私は，日本陸水学会がこの情報を得たことを 8月 8

日に知り，これをうけて 8 月 9 日に学会センター大阪事務所長に確認した．その後東京地

裁は 8 月 9 日にこの申し立てを棄却し，保全管理命令を発令した．これにより，学会セン

ターは法的に破産処理されることになった．8月 9日時点で保全管理人として選任されたの

は竹村葉子弁護士である．竹村弁護士はその後学会センターの破産管財人となり，その他

複数にのぼる常置代理人の弁護士の先生方とともに破産処理にあたられた． 
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３．学会センター破産にどう対処するか －学会側の組織化の動き－ 

 8 月 17 日に破産管財人・竹村弁護士は関係する学会向けの説明会を開催した．その席上，

学会センターの負債総額は約 30 億円，このうち根抵当付き債権が 4億８千万円，リース債

権が 2 億 4 千万円強，労働債権が 3 億 3 千万円，租税・公租公課が約１千万円であり，一

般債権（学会からの預り金を含む）は 19 億 3 千万円にのぼるであろうことが示された．そ

してこの負債に対する学会センターの資産が大きく不足しているため，一般債権に対する

配当はほとんど見込まれないことが説明された．この説明会に出席していた学会には大き

な衝撃が走った．「法的に破産処理をすると預り金が戻ってこない」ことが理解できなかっ

たためである．したがって，この集会はあたかも竹村弁護士に対する抗議集会のような状

態になってしまった． 

 この集会の 後に，日本地形学連合会計主幹の武田一郎（京都教育大学）が「この問題

に対処するためには学会側が相互に連絡を取り合う体制をとらなくてはならない．関係す

る学会の連絡先を開示してほしい」と要求した．これに対し管財人団は急遽協議し，「日本

地形学連合がすべての学会を代表して関係学会連絡先リストを受け取ることを皆さんが了

解するなら，この写しを 1 部だけ日本地形学連合に渡す」と提案した．出席していた学会

はこれを了承し，日本地形学連合が参加学会を代表してこの書類を受け取ることとなった． 

 私の手元にこのリストが到着したのは 8月 23 日である．見て驚いた．多くの学会の連絡

先が「日本学会事務センター」あるいは「同センター大阪事務所」になっているのである．

たしかに，多くの学会は学会センターに事務委託していたわけであるから，「学会への連絡

先」として学会センターを指定していた学会は数多い．しかし学会センターはすでに破産

管財人の管理化に置かれており，関係学会への連絡を学会センター経由で行うことは不可

能である．そこで，リストにある学会のホームページをネット上で検索し，連絡先の電子

メールアドレスあるいは住所を検索していった．この作業には，日本地形学連合および日

本陸水学会の役員で手分けしてとりかかった．また，「書き損じの官製はがきや未使用の年

賀はがき」を周辺の方々よりご寄贈いただき，これをもとに「住所だけは判明した学会」

にははがきで「私宛に連絡先メールアドレスをお教えいただきたい」と依頼した． 

 一方でこのころ，文部科学省は学会センター破産被害を受けた学会を対象に学術刊行物

に対する緊急の科学研究費補助金を募集すべく準備をしていた．この情報が入ると私は直

ちに文部科学省学術研究助成課に連絡をとり，私の手元に出来上がりつつある「関係学会

連絡先リスト」を文部科学省に提供することを申し出た．また同課に対し，「そちらで新た

に関係学会の連絡先が判明した場合，それをぜひこちらにも教えてほしい」と依頼した．

これらの情報を元に，8月末には関係学会が相互に情報交換するためのメーリングリストを

立ち上げることができた．このメーリングリストの保守管理には，日本地形学連合ウェッ

ブマスターの中山大地（東京都立大学）があたった． 

 ところで，法律関係学会を除く多くの学会は「法的な破産処理とはどのようなものか」

を全く知らない．そこで，すこしでも学会関係者の知識を深めるため，「破産処理の実際に
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ついての勉強会」を開催することにした．このため，私は日本公法学会の交告尚史先生（東

京大学）に連絡をとり，破産法をご専門とする田頭章一先生（上智大学）をご紹介いただ

いた．さっそく田頭先生にお電話したところ，先生はこの勉強会の講師となることを快く

お引き受けくださった．さらには「このような案件では実務に明るい弁護士の先生からも

話しを聞くべきだ」とのアドバイスをくださり，田頭先生が懇意にしていらっしゃる鳥飼

総合法律事務所の権田修一弁護士にも講師をお願いすることができた．田頭先生自らが権

田弁護士に依頼してくださったのである．勉強会は 9 月 22 日に東京で開催され，約 50 の

学会が集まった．そして，田頭先生および権田弁護士より，学会の預け金が一般債権扱い

で処理される法的な理由等をお教えいただいた．また，これに対していかなる法的行動が

可能かもご教示いただいた． 

この席上，被害を受けた学会が合同して行動するための組織を立ち上げることを勉強会

参加学会で了承し，この場で「日本学会事務センター破産被害学会連絡協議会準備会」を

立ち上げた．当面の世話人として，徳永英二（日本地形学連合・中央大学），小倉紀雄（日

本陸水学会・元東京農工大学），廣島彰彦（日本コンピュータサイエンス学会・ウィズ・メ

ディカル・ネットワーク㈱）の 3名が選出された． 

 その後，メーリングリスト上で積極的な提言をしている方や，学会相互組織のための仕

事をお引き受けくださることを表明した方々と連絡をとり，以下のメンバーで日本学会事

務センター破産被害学会連絡協議会（以下，連絡協議会と称す）の幹事会を立ち上げた．

この幹事に就任したのは，以下の１２名である． 

小倉紀雄（日本陸水学会・元東京農工大学），廣島彰彦（日本コンピュータサイエンス学

会・ウィズ・メディカル・ネットワーク㈱），荒木孝二（日本レーザー歯学会・東京医科歯

科大学），茅根創（日本サンゴ礁学会・東京大学），木村彰方（日本組織適合性学会・東京

医科歯科大学），多賀谷昭（日本人類学会・長野県看護大学），伴修平（日本陸水学会・滋

賀県立大学），佐藤キヱ子（日本陸水学会・日本大学），徳永英二（日本地形学連合・中央

大学），中山大地（日本地形学連合・東京都立大学），武田一郎（日本地形学連合・京都教

育大学），倉茂好匡（日本地形学連合・滋賀県立大学）．そして，連絡協議会の事務局長兼

代表幹事に倉茂を，また会計には木村彰方，渉外には茅根創，広報には廣島彰彦を選出し

た． 

そして連絡協議会の設立準備をする一方で，学会センターの責任を法的に追及すること

を検討するため，権田弁護士に具体的方法を相談した．すると権田弁護士は，このような

事件で刑事的責任を追及することに詳しい新平河法律事務所の西山彬弁護士をご紹介くだ

さった．そこで，学会センターの元役員を刑事告発することに関する検討を西山弁護士に

お願いすることにした． 

11 月 27 日に東京で連絡協議会の第１回会合を開催した．連絡協議会に参加した学会は

60 学会，この日の集会に参加した学会は 49 学会である．学会センターに業務委託していた

学会の約 5 分の１に過ぎない数ではあったが，ここに参加した学会はいずれも「学会セン
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ター破産の経緯を明らかにすべき」「学会センターの法的責任を明らかにすべき」「監督官

庁に対する働きかけをすべき」という思いを強くしていた．そこで，連絡協議会は「学会

センター破産に至る経緯を明らかにすること」「学会センター破産被害に対して可能な法的

措置を検討する」「文部科学省に対して要請・陳情等を行う」ことを活動の 3つの柱として

掲げることにした． 

しかし，この後に連絡協議会に参加する学会数はあまり増えず，「破産被害を受けた学会

の多くが結集する組織」とはなり得なかった． 

 

４．元理事長からのお詫びの文書 

 連絡協議会第１回会合が開催される直前に，11 月 19 日付けで光岡知足元理事長からのお

詫びの文書が破産管財人を介して関係学会に送付されてきた．そのときは光岡先生の真意

をいぶかる学会も多かったのだが，破産処理の終了したいまの時点でこれを読むと，当時

の光岡先生の気持ちが伝わってくるようである．また後述する「学会センターの体質」を

理解するうえでも示唆に富んでいる．そこで，ここにその文書を記録としてとどめる． 

 

２００４年１１月１９日 

学会の皆様 

              旧財団法人日本学会事務センター理事長 光岡知足 

 

              お 詫 び 

まず皆様に対し、財団法人日本学会事務センターが破産に至り、皆様の学会に多大のご

損失ならびにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

顧みますれば、財団法人日本学会事務センターは、1971 年、東大出版会を母体として発

足し、諸学会の会員名簿の管理、会費徴収、刊行物の発送等の事務を肩代わりし、学会業

務の効率化を図り、1973 年、文部省所轄の公益法人として認可されました。 

以来、日本学会事務センターの運営は、数名の常勤理事によって行われ、その他の理事

会メンバーである非常勤理事は、いずれもわが国の諸学会の代表である学徒・研究者から

構成され、学会の実状等につき助言するために任命されました。勿論、無給であります。 

設立当初の約 20 年間、この組織は順調に発展しましたが、1990 年、（株）ユーティリテ

ィー・センターを設立し、1992 年大阪に学会センター関西を設け、また、日本学会事務セ

ンター独自のビルを建設するなど事業の拡大をはかってまもなく、バブルの崩壊、金融の

引き締めが起こりました。しかし、当時の実務担当者（前常勤理事）から、これらの事態

を理事会に適切に反映させられていたとはいえず、もとより私達非常勤理事は、学徒であ

るがゆえに、実務、就中、経理面については疎い上、年 2 回の理事会で常勤理事から提出

された決算書で、限られた時間内に、真相を把握するようなことは、きわめて困難でした。 

さらに残念なことに、昨年 2 月、ユーティリティー・センター社長の横領、次いで常務
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理事の暴力行為による解雇がおこり、昨年 10 月、外部より就任した新専務理事と新常務理

事が実務を担当してまもなく、日本学会事務センター全体の経営不振や実態が明らかにな

り、やがて業務委託を止める動きがおき、次いで学会からの預かり金返還請求が急増し、

運用資金もなくなり、民事再生法の申し立てと破産に至ったのであります。 

ここに至った前常勤理事の責任については、私達には判断しかねますが、しかし、だか

らといって、このような事態に対して、非常勤理事として、事態の収拾に向けて少しの痛

みもなく通り抜けようとすることは、道義的に見てもゆるされるべきことではないと考え

ました。 

そこで私達非常勤理事は、非常勤理事全員がまとまってのものではありませんが、多く

の学会に多大のご損失・ご迷惑をおかけしたことに対し、深く謝罪するとともに、僅かで

はありますが、私財を以って応分の弁済をいたしたいと存じております。無論、このよう

な私達の対応に対し、ご不満の向きも多々あろうかとは存じますが、これを、ことの重大

さに対する私達の認識と精一杯の努力と受け取っていただき、ご寛恕を賜りたくお願い申

し上げます。どうぞ、日本学術界の将来を見通すという視点に立って、これまでの私ども

非常勤理事の不明をおゆるしいただくとともに、わが国の学会活動が一刻も早く正常化さ

れることを切にお祈り申し上げる次第であります。 
 

５．第１回債権者集会 －破産管財人が報告した破産の経緯－ 

 11 月 29 日午後 3時より，東京地裁債権者集会場にて第１回債権者集会が開催された．こ

の席上，破産管財人団より学会センター破産に至る経緯や財務状況が詳細に報告された． 

 債権者集会場では録音することが禁止されているため，多くの方々のメモをもとにここ

で報告された内容の記録を作成することができた．以下にその記録のうちの重要な部分を

記す． 

 

破産管財人・竹村弁護士からの概略説明 

・ 8 月 17 日に破産宣告を受けた．本来ならただちに業務を停止すべきところであるが，直

近に開催予定の５つの学会大会（国際会議含む）に関する業務は通常通り行った．学会

事務も 8月中は継続した． 

・ その後，9月末までに会計資料等を学会に返還し，10 月からはユーティリティーセンタ

ーに保管されている雑誌の返還を行っている． 

・ 現在，3.4 億円の現金があり，今後約 1 億円を回収できる見込みである．これらは，優

先債権にまわる予定なので，一般債権に対する配当はほとんど見込めない． 

・ なお，依然として 27 学会が委託費等を未払いの状態である．この未払い金の合計は 8

千万円におよんでいる．至急に支払ってほしい． 

 

破産の原因について（常置代理人・蓑毛弁護士説明） 
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・ 破産の直接の原因は，債権の多数を占めている学会からの預り金に対して返済不足に陥

ったことである．特に，本年 6月ごろから多額の返済を要求され，これへの資金不足に

陥ったことが破産に至る直接原因である． 

・ では，なぜこのような資金不足に陥ったのか，昭和 62 年度からの決算書に基づいてキ

ャッシュフローを点検した．そのため，学会からの預り金と，これに見合うもの（預金

残高等）を比較した． 

・ 平成３年に駒込のビルを建築するまでは，預り金総額よりも預金等総額が上回っていた．

しかし，平成４・５年ごろより預り金に対する不足が生じていた． 

・ ビルの建設には 11 億円を使用しているが，これに対する銀行からの借金は 10 億円であ

る．すなわち，ビル建設時にすでに預り金に手をつけていたことがわかる． 

・ その後，借金に対する元本返済あるいは事務所の引越し代，さらにはユーティリティー

センターへの貸付などで，現金の流出が続いた． 

・ これらのため，平成 4 年度末には預り金に対する不足額が 7 千万円だったものが平成 6

年度末にはこの不足額が 2.85 億円に膨らみ，その後も不足額が増大していった． 

・ この間，営業上はほとんど±０で運営されており，大きな営業赤字を出したわけではな

い．なお，年度によっては営業黒字が出てこれにより債務返済を行えたこともある． 

・ 終的に預り金への不足を引き起こしたものは，ビル建設時の不足額 1億円，元本支払

いに充てた 5.2 億円，貸付金 2.9 億円，大阪事務所開設等に関する投資 2.9 億円で，合

計 11.5 億円にのぼる． 

・ 即ち，本来ならば預り金から支出してはいけないと思われる事業・投資に預り金が使用

されていたことになる． 

 

現在の財務状態について（常置代理人・渡辺弁護士説明） 

・ 現在の残高は 3.5 億円である．これまでに，不動産を売却し，その弁済額を除いた分を

財団に組み入れる，メディ・イシュ社（注：学会センターの業務を引き継いた業者）へ

の譲渡代金 1,500 万円を組み入れるなどを行った結果である．なお，現在の未回収金の

合計は 9500 万円であり，12 月 10 日までに支払ってほしい． 

 

7 月 5 日ごろからの預り金返還に関して（常置代理人・田中弁護士説明） 

・ 7 月上旬に学会センターの財務状況について新聞報道がなされたのち，預り金の返還要

請が相次いだ． 

・ もともと，5・6 月に納入された会費に対し，学会への送金は 6・7 月に行うように契約

されていたところが多い．また，学会の要望に応じて預り金を送金することが慣習とし

て行われていたことも事実である． 

・ 一方，学会センターの一部職員が財務状況の悪化に気付き，6 月下旬より預かり金額が

多額である学会に対し，預り金の返還あるいは学会名義口座への入金を行っていた．そ
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の結果，6月 21 日以降に合計 113 学会に対して 6.5 億円が返還されていた． 

・ 一般に学会センターでは出金指示があってから実際に送金されるまで2週間程度を要し

ている．したがって，新聞報道以降に返還されたものは 7月 20 日と 26 日の 2.1 億円で

ある． 

・ このころ，寺尾専務理事は「学会がただちに必要なもののみを出金する」と言っていた

が，この段階ではすでに学会センターに資金はなかった． 

・ ただし，報道後の預り金の返還に対しては否認権の行使（注：不当に返却されたもので

あるとして管財人の組織する破産管理財団に返却させること）は無理と判断した．契約

で送金が決められていたり，慣行として行われていたりしていたためである．また，こ

れらの行為を「債権者を害する行為」と認定することにも消極的である． 

 

理事らの責任について（常置代理人・平山弁護士説明） 

・ 関係する諸学会は，預り金を使用されたことに対して損害賠償請求を行う権利がある． 

・ しかし，関係する学会が多数におよぶこともあり，特に理事らの善管注意義務（善良に

管理をおこなうよう注意する義務）に視点をあてて検証した． 

・ 寺尾専務理事・山口常務理事：両名の就任時（注：2003 年）には学会センターはすでに

破産状態にあり，この両名の責任は軽い．ただし，両名は応分の責任を認め，寺尾専務

理事は就任後に得た報酬 740 万円のうち 500 万円を賠償金として財団に支払う，山口常

務理事は 500 万円の退職金請求権を放棄した． 

・ それに対し，元常務理事・元専務理事（注：2003 年以前の常務理事および専務理事）は

駒込ビル建設時からの財務状況悪化に対して大きな責任を負っていると考えた．この対

象となるのは，山田・今野・原・轟の 4名である． 

・ 山田元専務理事：「駒込ビルの建設は自分の退任後のことである」と主張している．た

だし，「全く責任がない」とは言っていない．また，本人は弁済能力がないと主張して

いる．管財人らは今後も交渉を継続する． 

・ 今野元専務理事：本人は自己破産を申し立てる予定である．管財人らは資産の開示を求

めている． 

・ 原元常務理事：本人は責任を認め，460 万円の私財の提供を申し出ている．管財人らは

今後も交渉を継続する． 

・ 轟元常務理事：この代理人と交渉中である．既に受け取っている退職金 1470 万円に対

して否認権の行使を認め，1200 万円を返還すると申し出ている． 

・ 次に，破産当時の会長および他の理事たちとの交渉結果について報告する． 

・ 木田会長：この代理人と交渉中である．学会に対して 2000 万円，財団に対して 200 万

円を支払うと申し出ている． 

・ 光岡理事長：この代理人と交渉中である．学会に対して 3000 万円，財団に対して 300

万円を支払うと申し出ている． 
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・ 熊谷副理事長：この代理人と交渉中である．学会に対しては「法的責任があるとされた

ならば支払う」といっている．財団に対してはある程度の支払いに応じると申し出てい

る 

・ 諸井・村上の両監事：一定の金額を提供すると申し出ている． 

・ このほか，非常勤理事のうち脊山・御子柴ら 4名の理事からは各自が 100 万円を学会に

対して支払うと申し出ている．このほかの非常勤理事とも管財人らは交渉中である． 

・ 上記の賠償金のうち，財団に対して支払われるものおよび否認権を行使して取り戻せる

ものは配当原資とする．これらは労働債権の返済に充当される予定である． 

・ 会長・理事長らが申し出ている学会に対する賠償金について：本来は各学会が個別に損

害賠償請求できるものである．しかし，対象となる学会の数が極めて多く，個別訴訟を

おこなった場合はそれがきわめて困難かつリスクの大きなものになると考えられる．こ

のような手間を省くため，管財人らからこのような措置をとるべく提案した．この分配

については，各理事およびその代理人と学会とが協議して決めるべきものであるが，管

財人は裁判所の許可のある範囲で協力する． 

・ 刑事告訴については現在も検討中である． 

 

６．第 1 回債権者集会での破産管財人報告から見えてきたこと 

この債権者集会の席上，破産管財人が作成された連続貸借対照表が集会参加者に配布さ

れた．この時点で関係学会が届け出た債権総額は約 11 億４千万円であり，一般債権総額約

17 億 2 千万円（届出額）の６６％にのぼる．次にこの資料に基づき，学会センターの現金・

預金総額および学会からの預り金総額を各年度末現在（破産直前の 2004 年は 3月から 6月

末まで１ヶ月おき）で比較する（表１）．なお，破産管財人は学会預り金に対する「預金総

額」として「現金・預金・売掛金・未収入金・立替郵税・長期定期預金の合計」を用いて

解析した．しかし本稿では簡単のため，学会センターの預金等総額（長期定期預金・預金・

現金の合計）と学会預り金総額とを比較する．預金等総額が学会預り金を超えていたのは

1991（平成３）年 3 月までであり，その後は 1992（平成４）年 3 月に預金合計は預り金総

額に対して 2 億円を超える不足となった．その後この不足額は激増し，1999（平成１１）

年 3 月には 4 億 5 千万円を超える不足，2004（平成１６）年 3 月には約 9 億円の不足とな

っている．特に 1999 年以降は 2003 年度を除いて年に約 1億円ずつ不足額が増大している． 

学会が学会センターに預けていた預け金は学会会員からの会費収入であったり，学会の

運転資金であったりする．したがって，われわれの感覚から言うなら，学会が学会センタ

ーに必要に応じて送金請求すれば，その金額は速やかに学会センターから送金されてしか

るべきものである．そして，万一すべての学会から全額の返還を求められたとしても，学

会センターはそれに応じる責務があるはずである．もちろん，学会センターが円滑に事業

を進めるためには，学会からの預り金の一部を学会センター側に留保し，これを学会セン

ターの運営資金にしてもらう程度の配慮は必要だろう．現実に，多くの学会と学会センタ
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ーとの契約では，このような「預り金の一部留保」のことが明確に書かれている（ちなみ

に日本地形学連合の場合，年間会費収入約 680 万円のうち，学会センターの運営資金とし

て留保する金額は恒に 40 万円とすることが契約書に明記されている）．しかし，現実には

1992 年 3 月以降は預金合計が預り金総額に対して大きな不足をきたし，その額は年々増加

していった．即ち，1992 年 3 月以降は「学会側から預り金全額の返還を求められてもそれ

には応じられない」状態に陥っていたわけである． 

その一方で，預り金総額は 1992 年 3 月に 7億 1千万円程度であったものが，1999 年 3 月

には約 10 億円，2004 年 3 月には 16 億 4 千万円に達している．すなわち，学会センターは

受託する学会数を増やしたり，多くの学会会費収入を学会センター経由にしたりするなど，

さまざまな経営努力をし，預り金総額を増加させていたことがわかる．そのうえで 1992 年

3 月以降に預金合計が預り金総額に対して不足を来たしているのだから，学会センターは学

会からの預り金を学会センター自体の主だった運転資金として活用していたことがわかる． 

では，学会からの預り金はいったい何につかわれていたのだろうか．表２は学会センタ

ーの借入金と貸付金の推移を示したものである．1992 年には約 10 億円あった長期借入金は

1996 年には 8 億 5 千万円ほどに減少し，その後は 1 年に 4 千万円ずつ減少している．学会

預り金に対する不足額が増大した 1999 年以降もこの長期借入金の減少傾向は変わらない．

短期借入金も，2001 年 3 月末に約 1 億円あったものが，その後は年間に 2 千万円あるいは

6 千万円のペースで減少している．すなわち 1999 年以降には，学会センターは年間に 6 千

万円から 1 億円を借入金返済に充てていたことがわかる．ところがこの間に学会預り金に

対する不足額は 1 年間で 8 千万円から 1 億 8 千万円の幅で増加を続けている．すなわち，

借入金返済のみが預り金不足の増大を招いたわけではないことがわかる． 

また，学会センターは 1993（平成５）年 3 月以降に恒に 1 億円を超える長期貸付金を有

している．これは 1996 年 3 月に約 1億 6千万円まで膨らんだのち，2000 年 3 月には 1億 1

千万円まで減少，その後 2003 年 3 月には 1億 5千万円ほどになっている．すなわち，この

長期貸付金が順調に返済されることがなかった事実がわかると同時に，その融資先に際限

なく貸付を膨らませていったこともなかったことがわかる．貸付金が増大した年があった

としても，その額は年に 2千万円ほどである． 

では，この借入金の減少（つまり借金の返済）と貸付金の増大とが学会預り金に対する

不足を引き起こしたのだろうか．これを解析するため，各年度末間の 1 年間で借入金減少

額と貸付金増大額との合計を計算し，これと年間の不足額の増加分とを比較した（表３）．

特に借入金の減少が始まった 1992 年度（1992 年 3 月－1993 年 3 月）以降に着目すると，

借入金減少額と貸付金増大額の和（表中の小計の項）よりも預り金不足額の増加分が上回

った年度が６回あり，特に 1999 年度以降は前者より後者が 2千万円から 1億円ほど大きく

なっている．また 1992 年度と 1993 年度にも前者より後者が 5 千万円から 1 億 5 千万円ほ

ど大きくなっている．それに対して 1994 年度から 1998 年度の間は前者が後者より多くな

っており，特に 1994・1996・1997・1998 の各年度には前者はプラスであるのに後者はマイ
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ナスになっている．即ち，借入金返済が開始されたり貸付金が増加したりした 1992 年度ご

ろには預り金をこれらの用途以外にも相当額流用していたが，そののち 1998 年度までは少

しでも預り金不足を解消しようと努力していた様子が見て取れる．しかし 1999 年度以降に

は借入金減少額と貸付金増大額の和を大きく超える預り金不足額の増加があった．しかも

この期間の各年度末での売掛金と未収金の合計はせいぜい 1 千万円から 3 千万円であり，

この差額を説明できるほどの金額ではない．すなわち，特に 1999 年度以降に学会預り金か

ら相当額が借入金返済や貸付金増加以外の用途に流用されたことがわかる． 

 

７．破産直前になぜ一部の学会だけが預け金を取り返せたのか 

 破産管財人および常置代理人からの説明にもあったように，学会センター破産直前の 6

月21日以降に113学会に対して合計で6億５千万円の預け金が返済されている．もちろん，

これらの中には契約に基づいてその学会の会費収入を学会に支払ったものもある．しかし，

学会の中には預け金の相当額を取り戻すことに成功したところもある． 

 学会センターはなぜ一部の学会にだけ預け金を返還したのであろうか．実はこのとき，

学会センターの理事長や専務理事らは「預け金の全額返還の要請には応じられない」との

態度を崩していないのである． 

 以下は，7 月 16 日に大阪で開催された学会センターの説明会の記録である．連絡協議会

幹事の武田一郎（日本地形学連合）がこの説明会に出席し，彼が記録にとどめたものから

この件に関する部分を抜き出してみる． 

 

業務委託している学会への協力依頼 

・ 今回の問題発覚後（注：新聞報道後）、完全撤退が 1 学会，30～40 の学会から預り金の

引き上げ要求がある． 

・ しかし，これに応じると，さらには他の学会からも一斉の引き上げ要求があると，学会

センターは破産し再建ができない． 

・ したがって，再建のために，学会預り金はこれまでどおり学会センターで管理させてい

ただきたい． 

・ 学会運営に必要な通常経費の送金については努力するので，全額引き上げはお許しいた

だきたい． 

 

その後の質疑応答でも「先に預け金を引き上げた学会だけが得をするではないか」との

質問に対し，学会センターは「そうならないように努力する．引き上げ要求している学会

に要求撤回をお願いしている」との返答であった．このことからも，学会センターの理事

らは，この時点では学会センターの運営資金は学会からの預り金のみであり，これを個々

の学会に引き上げられることを阻止しようとしていたことがわかる． 

しかし，管財人らの報告によれば，この説明会までに約 4 億円の預り金が学会側に返還
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されているのである．なぜこのようなことが可能だったのであろうか．この点について第

１回債権者集会の席上でも質問があがり，それに対して破産管財人の竹村弁護士は次のよ

うに回答している． 

 

「学会センターの業務をみると，もともと 5・6月は預り金を学会に送金する件数の多い時

期である．またこの時期に，学会センターの財務状態の悪化に気付いた職員が『預り金の

額が 1000 万円を超えるところに対しては，預り金の額を小さくしよう』と動き，これが大

幅な預り金減少を招いた．なお，理事や評議員が所属している学会に対しても預かり金の

返還があったかどうかも調べたが，これらの学会への返還額は小さなものだった．」 

 

 すなわち，理事長や専務理事らの知らぬところで，学会センター職員の個々が「自分の

担当している学会に迷惑はかけられない．すこしでも学会に迷惑がかからないようにしよ

う」と考え，その判断により学会からの預り金を当該学会に返還していったのだという．

学会センターで学会事務を担当していた職員は，「自分はその学会の一員にも似た立場であ

る」という意識が極めて強かったようである． 

 ところが，このような「職員個々の判断で預り金を返還する」という行為は，学会セン

ター大阪事務所ではほとんどみられない．東京の事務所ではかなり大掛かりに行われてい

たのにかかわらず，である．連絡協議会幹事の伴修平と武田一郎は，学会センター破産以

後に学会センター大阪事務所の元職員（複数名）と大阪で接触し，そのあたりの事情を聞

くことができた．それによると，大阪事務所では「出金には副所長の決済が必要であり，

副所長がそのような要請に対して出金を一切認めていなかった」という．ところが，東京

では専務理事たちの知らぬところで預り金を学会へ返還するような出金が堂々と行われて

いたのである．東京では出金を決済する職員も含めて預り金返還を行っていた様子がわか

る． 

 

８．借入金返済など以外の「むだづかい」 

ここまでの分析から，学会センターは借入金返済など以外にも学会からの預り金は流用

していたようである．それはいったいどのような状態だったのだろうか．前述した学会セ

ンター大阪事務所元職員の話からその一端が明らかになってくる．  

 では，大阪事務所元職員の話しをお聞きいただきたい． 

 

「前専務理事が言っていたことですが，コンピュータへの投資にお金がかかっているとい

うことでした．一方で，学会センター職員の給料も，民間レベルからするとすごく小額に

抑えられていました．」 

「実際に，われわれは 2年前に２割の賃金とボーナスのカットを受けているのです．」 

「その一方で，東京のビルに新しく事務所が入るとき（注：本郷のビルに平成 15 年に入居
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した事務所のこと），什器も買い換えています．」 

「大阪事務所もそうなんです．それまで使っていた事務所の家賃が高いので，もっと安い

ところに移るということでした．ただ，われわれ職員からいうなら，もっと安いところで

いいじゃないかと思ったくらいなんですが，われわれの感覚からいってそんなに安いとこ

ろではありませんでした．それどころか，その事務所移転にあわせて机から棚からすべて

買い換えています．あるものを使おうという発想ではありませんでした．こういうときで

ないと買い換えられないから，というわけのわからん説明で，経理を担当していた副所長

の独断で買い換えていました．2003 年 12 月のことです．」 

「2003 年 12 月なんていう時期ですから，経営陣は学会センターの経営が苦しいことは十分

に承知していたはずです．にもかかわらず，こんな備品の買い替えをしているのです．」 

「たしかに家賃は以前いたところの半額にはなっていましたが．」 

「だから，新しい事務所には半年ちょっとしかいなかったわけです．しかも，新しい事務

所を借りる際，その物件の仲介にはある職員のおばさんが仲介しています．」 

－机などにもそのような知人の介入はあったのですか－ 

「印刷所の方がおっしゃるには，机等がもっと安く買える業者があるといい，紹介してく

れたそうです．でも，経理担当が『もう決まったから』といって，断ったそうです．」 

「普段の業務では，赤鉛筆 1 本を買うのにも経理担当の顔色を伺わなかったら買えなかっ

た．それなのに，什器備品に関してはボンと買うのですから．」 

「これは元常務理事から聞いた話なんですが，預り金を流用することについては文部省に

も認めてもらっていて，それでこのような扱いをしている，と言っていました．しかし，

あるときから経理処理方法が変わり，文部省から（流用は）ダメといわれた，とのことで

す．でも，ビルを建てるときでも文部省にはお伺いをたてていた，だから自分は悪くない，

という言い方だったのです．」 

－それは轟さんの発言ですか－ 

「そうです．東京の今野さんと一緒に文部省に行っていた，と言っていました．」 

「でも，預り金をつかって資金運用すること（注：ユーティリティーセンター等への融資

のこと）までは文部省の承認はうけていなかったはずです．元常務理事・専務理事が拡大

解釈しておこなっていたわけです．」 

「これらの一連のことを知っていた東京の職員は，今回の破綻のことが知れるよりずっと

前にどんどん退職していっていました．大阪事務所にいて，おばさんに不動産仲介をやら

せた者もさっさと辞めていっていました．」 

「学会センターの場合，プロパーの理事は３人（注：2004 年 3 月までなら今野，轟，原）

しかいませんでした．彼らはこのような経営状態だったことは十分に知っていたはずです．

他の理事たちは非常勤の名誉職（大学の先生たち）ですから，知らなかったはずです．」 

「東京にいた総務関係の職員たちは，のきなみ先に辞めていきました．経営状態が悪かっ

たことを知っていたのでしょう．大阪の一般職員は，そのようなことをぜんぜん知りませ
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んでした．なぜどんどん辞めていくのか不思議でした．」 

「一方，大阪事務所にいた一般職員には，2003 年までは『経営状態は健全である．大阪事

務所では黒字が出ている』という説明しかされていませんでした．学会センターの運営協

力委員である大学の先生方をお招きして食事会をするときもあったのですが，その席でも

健全な運営がなされているという説明しかありませんでした．」 

  

 すなわち，2003 年までは学会センターは表向きには「健全経営」を装っていたわけであ

る．それが 2003 年 9 月に轟常務理事を解任，2003 年 10 月に寺尾氏が着任したのちに経営

状態が破綻していることがわかり， 2003 年 12 月には経営陣は「実質的破綻状態」を認識

していたようである．その一方で，事務所移転時に什器を買い換えるようなことを平気で

行っていた．すでに学会センター独自の資金は枯渇状態であったのだから，これの支払い

に充てられるような現金は預り金以外にはあまりなかったはずである． 

 

９．そもそも学会センターとはどのような業務をしていたのか 

 学会センターとはいったいどのような業務をしていたのだろうか．それにはまず，学会

というものが行う事業について理解しないといけない． 

 学会とは，分野を等しくする研究者や技術者が集まり，その学術上の成果を公表するた

めの活動を行うところである．このため， 新の研究成果を互いに発表して議論するため

の「学術大会」を開催したり，論文等を掲載して世に知らしめるための「学術雑誌」を発

行したりする．特に理系学会にとっては， 近は世界に向けて研究成果を公表しなくては

ならないので，国内向けの和文雑誌と国外向けの英文雑誌の両方を発行するところも極め

て多い．また，世界中の研究者が集まる国際会議を日本で開催するときも，その準備は国

内の学会（場合によっては複数の学会の共催）が行っている．これらの事業を行うため，

各学会はその会員から会費を徴収し，これが学会の主な事業費となっている．したがって，

会員の入退会に関わる事務や会費徴収および各種支払いに関する会計事務も学会にとって

は大事な仕事となる．もちろん，学術大会を開催したり国際会議を開催したりするときは，

その会場準備や運営，さらには参加費の徴収なども学会の仕事になる． 

 学会が小規模の場合，その事務は何人かの研究者のボランティア活動により支えられる．

しかし研究者は大学の教員であったり研究所の研究員だったりするわけで，当然のことな

がら本務をもっている．だから，学会の事務に関する仕事は「本務の傍らで行う」性質の

ものになる．したがって，その学会の会員数がある程度以上になると，研究者のボランテ

ィア活動ではその事務をまかないきれなくなる．一方，会員数が数千人にものぼるような

学会になると，その会費収入により事務所を構えて事務担当者を雇用することができるよ

うになるだけの体力を備えられる．しかし，会員数が百名程度から千数百名程度の学会の

場合，事務所をどこかに構えて事務担当者を雇用するだけの財政的基盤がない．そのよう

な場合，その事務を代行してくれる会社と契約し，事務処理をお願いすることになる． 
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 学会センターは，そのような事務請負会社の一つであった．ただし，その設立上の経緯

から，文部省管轄下の公益法人である財団法人として運営されてきた．一方，国内には学

会センター以外にも学会事務を請け負う会社がこれまでも数社存在していた． 

 したがって，学会センターの業務の主たるものは，業務契約を交わした学会の事務を代

行するところである．その事務内容は各学会との契約によるが，多くの場合，事務全般を

すべて代行してもらうか，会員管理（入退会の管理と名簿の管理）および会費徴収業務の

みを代行してもらうという状態だった．特に事務全般をまかせていた学会の場合，学会名

義の預金通帳等の管理まで学会センターにまかせっきりの状態であり，通帳のみならず印

鑑まで管理してもらっていた学会も多い．また，学会は学術雑誌を発行するのであるから，

学会センターにはその印刷を請け負う部署もあった．これにあわせて学会センターは各学

会の発行する雑誌を会員にむけて発送する業務も行っており，この業務を学会センターに

委託していた学会も多かった．さらには，日本国内で学術会議を開催するとき，その会場

手配から事務手続き，さらには学術会議当日のさまざまな采配を請け負う，いわゆるコン

ベンション屋の事業も行っていた．これを利用して，各学会の年次学術大会の開催に関わ

る業務や国際会議開催に関わる業務を学会センターに委託していた学会も結構あった 

 以上をみると，学会センターは，その顧客である学会が契約を打ち切らない限り，各事

務代行費を学会から受け取ることができるほか，学会誌配布等の業務でも手数料収入を得

ることができた．学会センターと契約する学会数は破産の直前まで増え続けていたのであ

るから，確実に手数料収入は増加していった組織だったのである．ただし，コンベンショ

ンの部門や学会誌印刷の部門では，競合する他社が多く苦戦していたようである． 

 

１０．ユーティリティーセンターとは何か．同社社長の横領とは何か． 

 第 1 回債権者集会報告や元理事長のお詫び文の中に出てくる「ユーティリティーセンタ

ー」とはいったい何か．これは，各学会が発行した学術雑誌を保管したり発送したりする

ことを行うための組織で，学会センターの子会社として 1990 年に設立された株式会社であ

る．正式名称は「㈱学会ユーティリティーセンター」である． かつては学会センターが行

っていた事業の一部を子会社に行わせ，これにより事業の合理化を図ったものとされてい

る．資本金は 2000 万円，また学会センターはユーティリティーセンターに対し，その発足

時に 3億円を融資している． 

 学会センターに事務委託をしていた学会の多くは，その学会で発行した学術雑誌を会員

に配布する業務も学会センターに発注していた．それを学会センターから下請けしておこ

なっていたのがユーティリティーセンターである．したがって，学術雑誌等の発送手数料

と学術雑誌の保管手数料が主な収入源となる組織である． 

 学会センターがユーティリティーセンターに融資した 3 億円は学会センター破産時にも

まだそのまま学会センターの債権として残っていた．即ち，ユーティリティーセンターの

設立から学会センター倒産までの 14 年間で全くといってよいほどその元本が返済されてい



 17

なかったことがわかる． 

 このあたりの事情について光岡元理事長から伺うことができた．学会センターでは，1992

年に諸井監事がユーティリティーセンターに対する監督が不十分であるとの指摘をしてい

た．そののち，2000 年にもユーティリティーセンターに経理が不透明であることが判明し，

翌 2001 年には学会センターはユーティリティーセンターに対する指導を行った．その後，

公認会計士にユーティリティーセンターの内部調査を行わせ，その調査結果を元にユーテ

ィリティーセンターへの指導を行っている．即ち，発足直後からユーティリティーセンタ

ーの経営状況は芳しくなく，しかも 2000 年にはその経理方法自体に不審な点があることを

学会センターは知っていた，というわけである． 

 ところが，2004 年 3 月 3日に新聞紙上に「ユーティリティーセンターの社長が 5700 万円

を着服した」との記事が出た．これが発覚するきっかけになったのは，轟元常務理事が引

き起こした暴行傷害事件だったといわれている．なお，この当時のユーティリティーセン

ター社長・神戸氏はユーティリティーセンターから借入金の形で金を引き出し，関係者の

話によるとこれを愛人に貢いでいたという．なお，光岡元理事長は 2004 年１月に「ユーテ

ィリティーセンター社長・神戸氏を刑事告発せよ」との指示を出しているが，学会センタ

ーは結局告発しないまま倒産した． 

 いま私の手元に，2004 年 3 月 9 日に公認会計士・稲葉恵一氏から光岡元理事長に宛てた

レポートの写しがある．これは，同日に稲葉氏がユーティリティーセンターに対するヒヤ

リングを行った結果を速報したものである．これによると，この時点でユーティリティー

センターの持つ回収不能とみられる債権は 2 件あり，その 1 件が上述した神戸氏に対する

もの（5751 万円），もう１件は（株）学会出版センターに対しての貸付金 1260 万円である．

なお，学会出版センターとは科学的書籍等の出版・販売を行う会社であり，以前に学会セ

ンターの専務理事だった山田氏が在籍している． 

 なお，ユーティリティーセンターは 2004 年 10 月 20 日に破産宣告を受けた． 

 

１１．なぜ学会センターは預り金を流用できたのか 

 多くの学会が学会センターに委託していた業務に会費徴収業務がある．これは各学会の

会費であるから，学会サイドからの見方からすれば，純然たる学会独自の資金である．本

来なら，学会センターが会員から徴収した会費はすみやかに学会に送金されるか，学会名

義の口座に入金させるべきものである． 

 ところが，学会センターが各学会会員に送付していた振込み用紙を見ると，その振込先

は学会センター名義の銀行預金口座であった．そして，「会費徴収業務のみを受託していた

学会」に対しては，3ヶ月に一度の頻度でその間に徴収した会費総額を知らせ，その後学会

とのとりきめに応じてその学会の銀行預金口座に送金していた．一方，学会事務業務全般

を受託していた学会の場合，それぞれの時期の徴収額をその学会には知らせていたものの，

その額を学会宛に送金する必要はなかった．すなわち，会費徴収後に直ちに学会名義の口
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座にその額を移し変えるわけではなく，一定期間はひきつづき学会センター名義の口座に

とどめておくことが可能だったのである．帳簿上で「その学会からの預り金はいくらか」

を明示していただけである．もちろん，当該学会からその学会名義の口座に移し変えるよ

うに指示があった場合は，その要請にこたえなくてはならなかったことは言うまでもない． 

 しかし，学会からの預け金が学会センター名義の口座で管理されていた以上，表向きの

その保有者は学会センターである．学会センター名義のお金なのであるから，学会センタ

ーの事業にこのお金の一部を充ててもただちに犯罪行為とはならない．各学会が預け金を

一斉に引き上げたとしてもそれに答えられるだけの流動資産をもっていればよいからであ

る．ただし，その前提が崩れた時点で，学会の資産を善良に管理する義務に違背する行為

になることは間違いないだろう．学会センターの元常務理事や専務理事からすれば「なん

とか学会に返せれば，当面は預り金を流用していても問題ない」との判断で流用をつづけ，

ついにはにっちもさっちもいかなくなってしまったようである． 

また，学会センター名義の口座で管理されていたお金であるがゆえに，破産に伴ってこ

のお金は破産財団に委ねられ，法律に従って破産処理せざるを得なくなった．だから，学

会預け金は「各学会が学会センターに対して保有する一般債権」として処理せざるを得な

かったわけである． 

いまから思うと，各学会も学会センターが自分たちの資金を学会センター名義の口座で

管理していることの危険性に気付くべきだったように思う．しかし，学会センターの破産

に至るまで，各学会は学会センターを信用しきっており，その危険性に気付くことはなか

った．後に破産管財人の竹村弁護士のみならず数名の弁護士や公認会計士の先生方に伺っ

たところ，この場合，学会側が預け金を「信託する」手続きをとっていれば問題なかった

はずとのことである．法律にうとい研究者たちは，このことにはまったく気付いていなか

った．ただし，比較法学会に所属する弁護士の大塚正民先生によると，同様の問題は民間

のマンション管理組合の資金などでも生じているのだという．即ち，マンションの管理組

合が将来の補修等にそなえて住民から徴収していたお金をマンション建築会社に預けてい

る場合，その建築会社が破産してしまうとそのお金は「建築会社名義の資産」とみなされ

て破産処理されてしまい，マンション管理組合のお金は一般債権化してしまうのだそうで

ある．ある企業が一般の人々からのお金を預かった場合，それを強制的に信託させるよう

なシステムがない限り，このような悲劇は繰り返されるのかもしれない． 

 

１２．なぜ学会センター理事会は経営破綻状態を知るのが遅れたのか 

 学会センターの決算は，その年度の理事会で承認されていた．しかも公益法人である財

団法人である以上，その監事による監査を受ける義務もあった．しかしながら，理事会が

経営破綻状態を認識したのは 2003 年末の決算時（すなわち，2004 年 3 月）である．一方，

破産管財人らによる報告によれば，それよりも数年前には預り金に対して流動資産不足が

大きく不足する状態を呈していた．それにもかかわらず，理事会はそのことを認識しては
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いなかったようである． 

 このあたりの事情について，私は元副理事長だった熊谷先生にお話を伺うことができた．

熊谷先生によると，理事会で経営が逼迫しているという報告を始めて受けたのは 2003 年度

末のときであり，それまでは財務諸表をもとに「このとおり，健全に運営されています」

という報告を受けただけ，とのことである．しかもそのときの説明内容は「預金にはこれ

だけの額があり，前年よりこれだけ増えています．一方で，事務委託等の件数もこれだけ

伸びており，かつ預り金の額もこのとおり増加しています」というものだったという．そ

して，そのような説明を理事会に対して行っていたのが，当時の専務理事・常務理事たち

である． 

 では，専務理事たちは粉飾した会計書類を理事会に提出していたのだろうか．この点は

破産管財人らも相当調べたとのことであり，破産管財人の竹村弁護士によれば「毎年の理

事会に提出されていた会計書類に金額の捏造や粉飾は見当たらない」とのことである． 

 粉飾も捏造もされていない決算の書類を見て，預り金に対する流動資産不足が何億円に

もなっていることに気付かなかった，というのであるから，全く不思議な話しである．し

かし，関係者らからの話しを総合すると，以下のようなからくりがあったらしい．即ち，「こ

のとおり学会からの預り金総額は順調に増えています」という説明はあったが，「その預り

金が学会センター名義の銀行預金口座で管理されていて，その預金の額が決算書類に掲載

されている」という事実を専務理事らは理事会で説明していなかった，というのである．

もしこのことを理事会が知っていたのなら，経営状態が危機的であることは 2003 年度末よ

りも数年前には認識されていたに違いない．預り金総額の増加に対して預金総額があまり

増えていないのなら，それはそれだけ預り金をなにかの目的に流用しているとしか考えら

れないからである．しかし，その説明がなかったために，多くの理事たちは「学会からの

預り金は別の口座等で適切に管理されている」と思い込んでいたらしい．また，当時の監

事らもこのことを見抜けなったようである． 

 しかし，元常務理事の引き起こした暴行傷害事件などがきっかけになって，それまで報

告されていたような会計報告に疑いがもたれるようになり，2003 年度末までにはそれまで

の専務理事・常務理事全員を解雇し，新しい専務理事・常務理事を迎えた．それと平行し

て会計状況をすべて洗い出した．これを行ったのが 2003 年度であり，2003 年 12 月ごろに

は 2004 年 4 月に専務理事に就任した寺尾氏らは経営状態が極めて深刻であることを完全に

認識していたようである．そして，2003 年度の決算報告で大幅な赤字を抱えていることが

理事会に報告された，という状況である． 

 

１３．元専務理事らに刑事上の責任はないのか 

 もし決算書類を捏造したり粉飾したりすることを元専務理事らが行っていたとしたなら，

これだけで大きな責任を問えるはずである．しかし，そのような操作は行われてはいなか

った．一方，学会からの預り金は，本来は各学会のもつ資産である．それをきちんと管理
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できず，なおかつ自らの目的のために流用していたのであるから，これについてなんらか

の責任を追及できないのであろうか．破産被害学会連絡協議会は，この点の調査を西山弁

護士に依頼した．また，破産管財人の竹村弁護士らも，破産処理の当初から元専務理事ら

の刑事責任追及のために警視庁と相当の協議を行っていたとのことである．警視庁もこの

事件に対し大きな興味を示していたという．なお，破産事件に関連して公権力をもって調

査して証拠を収集し，更に刑事事件の被告訴人の候補者らからの事情聴取をなし得るのは

破産管財人に限定される．そして破産管財人の調査結果をもとに，警視庁は「刑事事件と

しての立件は不可能」との結論に達したとのことである． 

その理由を西山弁護士に解説していただいた．立件が不可能となる 大の問題は「時効

の壁」であるとのことである．すなわち，本件破産の場合，平成３年ないし４年の時点か

ら預り金の流用を開始している．学会センタービル建設の費用に 1 億円の預り金を流用し

ているのがこれにあたる．その後，ビル建設に伴う借入金の返済を行うため，各年度の経

常利益で返済不能だった場合には預り金をどんどん流用していった．つまり，そもそも返

済計画が杜撰であり，そのような計画に基づいて融資をうけたのだから早晩返却不能にな

り，学会センターの存亡に関わる可能性がある．このような計画を理事らが立てたとした

ら，それは理事らの任務に違背している「背任罪」に相当する可能性がある．また，将来

回収困難なことを予測しながら融資をした場合も同様である．また，学会センターの資金

としてプールされていたものを合理的な範囲を逸脱して接待交際費や機密費等に使用し，

その支出によって学会センターの事業に支障を来たしたりするようなことがあれば，これ

は業務上横領罪あるいは背任罪が成立する余地がある．さらに，もし個人的な着服があっ

たのなら業務上横領罪に問うことが容易になる． 

 破産管財人らは相当の調査を行ったが，個人的な着服は見当たらなかったとのことであ

る．すると，他の要件で背任罪あるいは業務上横領罪が成立するかどうかがポイントにな

る．ところが本件の場合，いずれの罪を問うたとしても公訴時効が成立してしまう．業務

上横領罪の時効は 7 年，背任罪の時効は 5 年である．一方，今回の預り金流用に着手した

のは平成３年ないし４年であり，そこでの杜撰な返済計画がその後に流用を続けざるをえ

ない状態を作ったのであるから，犯罪に着手した時点を平成 3 年ないし 4 年としなくては

ならない．したがって，平成８年から 11 年にはすでに時効が成立してしまうのである． 

 破産被害学会連絡協議会は元専務理事や常務理事を背任罪等で告訴することを考えてい

たのであるが，上記のような理由で告訴を断念せざるを得なかった． 

 

１４．涙ぐましい？ 預り金増額の手口 
 学会の大きな事業の一つに「学術会議の開催」がある．国際会議を開催するときはもと

より，国内の学術会議でも，大きな学会が開催するものほどその運営には大きな費用が必

要である．また，その準備にも相当の時間を要する．会員数が 1000 人未満の学会なら，そ

の学術会議の開催の当番になった大学の学会員がすべてを取り仕切る．この場合，当番大
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学の施設を借り，必要なスタッフもその大学の学生をアルバイトで雇うことでまかなう．

また，その会議を開催するときには各研究者の研究発表内容を記載した冊子（一般にプロ

シーディングと呼ぶ）を発行し，出席者に配布する．したがって，当番大学の研究者が会

議の運営を行う場合でも，会議直前の数ヶ月はその準備に相当の時間を割かなくてはなら

なくなる．この費用は，会議への参加者から参加費を徴収するほか，学会本体からの補助

金があったり，プロシーディングに企業からの広告を載せることで広告費収入を得たりす

ることで賄う．数百人が参加するような会議を開催したとして，その費用は数百万円程度

におよぶ． 
 学会の規模がある程度大きくなると，その学会に所属する研究者の輪番制ではとてもさ

ばききれなくなる．そのようなとき，コンベンション屋に業務委託することになる．学会

センターもそのようなコンベンション事業を行っていたことは前述したとおりである． 
 コンベンション屋に学術大会開催を委託した場合，参加費等を前もって振り込んでもら

うことが通例である．国際会議の場合はクレジットカード決済を併用する場合も多い．し

たがって，その会議の名称を冠した名義の銀行口座を開設し，その口座で開催費用を管理

することがほとんどである．学会センターに委託した場合も同様である． 
 ところが，学会センターが会議開催を受託した場合，その口座で管理すべきお金を「預

り金」として処理していた場合があるという．これも大阪事務所職員の方々から伺った話

である．なお大阪事務所の場合，経理担当者は 1 名のみであり，学術会議用の口座の管理

もその 1 名の担当者のみが行っていたとのことである．すなわち，実際に会議開催を仕切

る担当職員は，実際の経理にはタッチできなくなっていた．まずこの点をご理解いただき

たい．また，伺った話には具体的な学会名称が出てくるのであるが，本稿では匿名にして

おく． 
 
「A 学会の大会（注：毎年開催する学術大会のこと）では，その大会独自の口座があり，大

会後には残金が 500 万円ぐらいあった．しかし，破産前の 7 月ごろにはこの残額がすべて

引き出されて，預り金に移されていた．」 
「B 学会でも同様のことが生じていた．」 
「C 学会の場合，もっとすごい．大会が終了した時点での残金が 800 万円あり，かつ次年

度の大会開催のため学会本体が用意した助成金 200 万円があった．C 学会はこれを『次年

度大会用の口座に振り込みたい』と学会センター大阪事務所に申し入れてきた．ところが，

経理担当者がその学会に送金指示した口座は学会センター名義の口座であった．また，大

会残金の 800 万円も C 学会名義の口座に入金させることはしなかった．結局，合計で 1000
万円のお金を預かり金として処理してしまった．」 
「破産したとき，C 学会担当者が学会センター大阪事務所に来て『通帳をみせろ』と要求し

た．そうしたら，その経理担当者は『実は独自口座には入れていない』と説明していた．」 
「その経理担当者としては，後に埋め合わせをしてつじつまを合わせるつもりだったよう
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だが，破産にともないその操作ができなくなったのである．」 
「大会終了後には会計監査を行うのであるが，そのときに『これだけお金を預かっている』

という学会センターの証明書をつければ監査上の問題は生じなかった．」 
 
 会議の名称を冠した口座であるとはいえ学会名義の口座である．他人の口座にあったお

金を「寸借」したとすれば，本来なら窃盗行為である．ところが，会議開催の場合，その

準備段階でも会場への前払い金やプロシーディング印刷経費等でかなりの支出を必要とす

る．このような会計処理を含めて学会センターに委託していた場合，学会名義口座からの

出金は前述の経理担当者にまかされることになる．そして，たとえ学会名義口座から預り

金に移し変えたとしても，実際にその通帳を学会に返却するまでにつじつまを合わせるな

り，あるいはその学会に預り金として処理したことを了解してもらえばこと足りていたよ

うである．そして，破産間際には，学会センターの重要な運転資金は預り金だけになって

いたのだから，その額をなるべく大きくしようとする動きがあったとしても不思議ではな

い． 
 私は，学会独自口座から学会からの事前承諾なしに預け金に移し変えたり，本来なら学

会口座に入金すべきものを入金させなかったりする行為は窃盗罪に相当すると思う．しか

し，現実にはその当該学会が「証拠が見当たらない」と主張したり，あるいは告訴に消極

的だったりした．そのため，その経理担当者を刑事告訴するには至っていない． 
 

１５．この間，文部科学省はなにをしていたのか 

 学会センターは文部科学省所管の財団法人である．したがって，文部科学省はこれを指

導監督する責任を負っている．そのような立場の学会センターが破産したのであるから，

監督官庁としても何らかの対応を迫られることとなった． 

 文部科学省が真っ先に検討したのは，学会センターの破産被害に直面した学会を対象と

した緊急の科学研究費補助金（以下，科研費と略す）の募集である．一般に科研費とは，

研究者のグループや個人に対して研究内容を公募し，すぐれた研究であると認められたも

のに対して必要額を補助するものをさす．研究内容を厳しく審査されうえに競争倍率も高

いので，まさに「競争的研究資金」である． 

一方，科研費の中には「学術刊行物に対する補助」を名目としたものもあり，これは各

学会が（あるいは複数の学会が共同して）発行する学術雑誌を刊行するのに必要な費用を

補助するものである．文系の学会に対しては和文の学術雑誌を発行する場合でも補助を受

けられるが，理系の学会の場合は欧文（多くの場合は英文）で書かれた雑誌のみが補助の

対象となっている．特に近年は，その学術雑誌が和文英文混交の場合には全く補助されな

い傾向にある．英文雑誌の場合もかなり競争率が高いのが現状である． 

そして，文部科学省が検討したのは，被害を受けた学会に対して学術刊行物に対する科

研費を緊急に公募するもの柱としていた．多くの被害学会は 2004 年度の会費収入のかなり
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を失っており，各学会が刊行する学術雑誌の出版経費もまかなえないところも多かったか

らである．したがって，競争的な資金であるとはいえ，学術刊行物対象の科研費を公募し

てくれることは被害学会にとっては大きな救いであったといえる．しかし被害学会連絡協

議会は，この公募の仕方に大きな問題があったと考えている．なぜなら，公募の対象とな

ったものが欧文の学術雑誌（ただし，英文部分が半分を超える場合には和文英文混交も可）

だけだったからである． 

文系の多くの学会にとっては，そもそも英文で書かれた学術雑誌を刊行するメリットが

ない．したがって和文雑誌を刊行することが主である．理系の学会の場合，英文誌は海外

にむけて研究成果を公表する目的で刊行している．しかし日本国内の技術者等に対して研

究成果を知らしめる場合，残念ながら英文で書いたものを読んでもらえる環境にはまだま

だ達していない．そのため，特に重要な成果を国内の技術者等に活かしてもらうためには，

どうしてもその研究成果を日本語で伝えなくてはならない．したがって，理系の学会でも

和文の刊行物を発行している場合が少なからずある．そして，文部科学省が緊急科研費の

公募対象を欧文主体の学術刊行物に限ったため，和文（一部英文を含む）の刊行物しか発

行していない学会は応募する要件すら満たさなかったのである． 

連絡協議会幹事の茅根創と木村彰方は，2004 年 11 月 18 日に文部科学省研究振興局研究

助成課を訪れ，上記のような文部科学省の対応の真意を尋ねると共に，文部科学省が学会

センターの経営破綻をどのように察知したのかについてお話をうかがった．その内容は以

下の通りである． 

 

学会センターの経営破綻を察知した経緯と対応 

・ 平成 14 年度（2002 年度）決算までは学会センターの収支はほぼ均衡または黒字となっ

ており，また長期借入金も毎年一定額を返済していたことから，経営破綻状況にはなか

ったと認識している． 

・ 昨年暮れ（2003 年の暮れ）に，文部省 OB である専務理事（注：寺尾専務理事のこと）

から会計に問題があるとの報告を受けた． 

・ 収支決算報告を審議する理事会・評議会には学会代表の委員が名を連ねているので，少

なくともこのような学会や主だった学会には事前に説明をして理解を得ることが必要

ではないかとの認識の下に，学会センターに対して話しをした． 

・ （2004 年 7 月 23 日付けで学会事務センターが理事長名で各学会に配布した「預り金保

全見通し」なる文書中に文部科学省が学会を支援する方向にあるような書き方をしてい

る，との指摘に対して）文部科学省はあずかり知らない． 

学会活動への支援に関して 

・ 原則として，学会活動は自己責任で行うべきものである． 

・ 緊急科研費の公募は，学会活動の停滞によって日本から世界に向けて研究成果を発信で

きなくなることを国益の損失と考えて行ったものである．学会に対する損失補填ではな
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い． 

・ 次年度の補助や学会のルーチンの活動への支援は，これ以上は考えていない． 

 

文部科学省も学会センターから毎年度末に提出された決算書類から，2002 年度まではそ

の経営破綻状態にはなかったと認識している．つまり，1999 年ごろから学会からの預り金

に対して流動資産が大幅に不足していた事実を文部科学省も把握できていなかったことに

なる．その背景には，学会センターから文部科学省に提出されていた会計書類に問題があ

ったことも一因になっているようであるが，この点については後に述べる． 

また，文部科学省が実施した緊急科研費の公募も「海外へ研究成果発信することは国益

にかなう」という認識に基づいたものであり，その一方で文部科学省は「研究成果を国内

に伝えることは学会のルーチンの活動だから支援の対象とはしない」との姿勢である．た

しかに，各学会が国内向けに研究成果を公表することは学会本来の責務であり，それは学

会個々の責任で行うべきものである．しかし，各学会の資産の相当部分が学会センターの

破産により失われたため，本来なら学会が行うべき「国内向けの研究成果発信」ですら困

難になったのが現実である．もしこれが個々の学会の放漫な経済運営により引き起こされ

たものならば，学会の自己責任で解消しろといわれても仕方がないだろう．それとも，「学

会センターの経営が破綻状態になっていたことを個々の学会が察知できなかった」ことは

専ら各学会の責任に帰すべきことだと言いたいのだろうか．学会センターの理事会も，ま

た監督官庁である文部科学省も見抜けなかったことに対して，である．「国内に対して研究

成果を公表する」ことに対して非常に冷たい扱いを文部科学省から受けたと感じ，落胆し

たり強い怒りをもったりした学会も多いのである． 

 

１６．和解交渉委員会の設置 

 第 1 回債権者集会で破産管財人より「学会センター元会長の木田宏氏および元理事長の

光岡知足氏らは，学会センター破産に伴って支障の生じた学会活動の正常化に寄与するた

め，金員の拠出を含む和解を学会側に申し出る意向を持っている」ことが告げられた．本

来なら個々の学会が元理事らに対して損害賠償請求できるものであるが，対象となる学会

数が極めて多く，個別に訴訟を起こすことが困難であるからである．そのため，破産管財

人から関係学会に対して「学会側が統一できるような組織を作れるかどうかがカギとなる

ので，ぜひ検討してほしい」と要請がなされた． 

 第１回債権者集会の時点で被害学会がある程度まとまっていた組織は被害学会連絡協議

会しかない．それもわずか 60 学会程度しか組織されていない状態である．しかし，学会側

の窓口となりうる組織が連絡協議会しかない状態であったから，破産管財人の竹村弁護士

と連絡協議会の幹事とで協議を開始することになった．その協議の中で，いくつかの学会

から竹村弁護士に宛てて「連絡協議会は元理事らの刑事告訴を検討している．そのような

組織が元理事らとの和解交渉を行うことはおかしい．すくなくとも，われわれの学会はそ
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のような組織と行動を共にしたくはない」との申し出があったことが判明した．そこで竹

村弁護士と相談し，「被害学会連絡協議会とは独立した和解交渉のためのみの組織」を立ち

上げることとし，その組織の名称を「和解交渉委員会」とすることにした．さらに和解交

渉委員会の構成メンバーを連絡協議会幹事の中から選ぶこととし，木村・荒木・廣島・倉

茂の４名でこの任にあたることとした． 

 そのうえで，破産管財人より関係各学会に宛てて「和解交渉委員会」が組織されたこと

を知らせると共に，各学会が元理事長らとの和解に応じるか否か，また和解に応じる場合

には元理事長らから提供された金員をどのような原則で配分すべきであると考えるかのア

ンケートに回答してもらうこととした．また，和解交渉の各時点で関係学会が集まって協

議している余裕はないため，交渉に関しては，元理事長らからの拠出金の配分方法を含め

て和解交渉委員会に一任してもらうことを各学会長の印鑑登録証明書付きで取り付けるこ

ととした．この文書を破産管財人から送付してもらった 大の理由は，関係諸学会の連絡

先を和解交渉委員会は破産管財人から開示してもらっていなかったためである． 

 

１７．元理事長らとの和解 

 終的に木田元会長が 2000 万円，光岡元理事長が 3000 万円の金員を提供してくださっ

たほか，寺尾元専務理事，永井元理事，諸井元監事，村上元監事の４名が計 850 万円を拠

出し，総額 5850 万円の和解金が提供された．したがって，和解交渉委員会はこれらの金員

を提供した６名との和解交渉を行うこととした．金員を提供しなかった元役員らは和解交

渉の対象とはならなかった．なお，元理事長らの代理人との交渉を積極的に展開したのは

在京の木村と廣島の２名であり，荒木は書面の管理に全責任を負った．また元理事長らが

拠出した金員は破産管財人の管理下におかれた． 

 破産管財人より 終的に 299 学会に宛てて 2004 年 12 月 27 日付けでアンケートを送付し

ていただいた．破産管財人が把握していたこれらの学会の債権総額は 11.65 億円である．

2005 年２月９日までに 217 学会より「和解に応じる」との回答が寄せられたので，これを

元に元役員らの代理人との和解交渉を開始することとなった．この時点ではまだかなりの

未回答学会があったため，それらの学会に対しては再度破産管財人よりアンケートを送付

していただき，回答を求めた．その結果，2005 年 5 月 18 日までに 231 学会より「和解に応

じる」との回答を得ることになった．これらの学会の債権総額は 10.35 億円である．その

一方，５学会は「この和解には応じない．別途元理事長らの責任を追及する」と回答，9学

会からは「元理事長らに責任はあるとは思うが，その責任を追及することはしない．よっ

て和解には応じない」との回答があった．また２学会からは「元理事長らに責任はないと

考える」との回答だった．なお，その後第 4回債権者集会の開催された 6月 15 日までにあ

と 2 つの学会から和解する旨の連絡があり， 終的には 233 学会が和解に応じることにな

った． 

 和解交渉の段階でもっとも苦労した点がある．それは，学会センター破産直前に預り金
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の一部返還を受けることのできた学会とそうではない学会と区別をどのようにつけるか，

である．返還を受けた学会からは「たとえ預り金の一部返還を受けたとはいえまだ多くの

債権を抱えているのだから，和解金の配分を受けなければ和解には応じられない」と主張

した．一方，返還を受けることのできなかった学会からは「今回の和解金総額は 5850 万円

であり，学会のもつ債権総額からみると非常に小額である．一方，破産直前の 6月 21 日以

降に学会に返還された総額は 6.5 億円にものぼるではないか．だから，返還を受けた学会

には配分すべきではない」との声が上がった．関係学会からのアンケートの集計結果でも，

「返還を受けていない学会で和解金を配分すべし」とした学会が 130 学会，「返還の有無に

よらず和解金を配分すべし」とした学会が 96 学会あった．「多数決の論理」に従うなら「返

還を受けていない学会に対してのみ和解金を配分する」ということになるのだろうが，そ

れを強行することがはたして良いことなのだろうか．そこで，意見のある学会からはその

意見を書面で和解委員会に寄せてもらい，その文書を携えて元理事長ら代理人との交渉を

継続することにした． 

 和解交渉の過程で，元理事長らが「できるだけ多くの学会と和解を成立させたい意向を

持っている」ことが判明した．そこで，以下の方針を打ち立てることができた． 

 

１）和解に応じるとした学会に，破産管財人の把握している債権額に応じて和解金を配分

する． 

２）2004年 6月 21日以降に送金を受けた学会と送金を受けていない学会とでは配分比率を

傾斜して和解金を配分する．その比率は１：２とする．即ち，送金を受けた学会に債

権額のｎ％を配分するなら，送金を受けなかった学会には債権額の２ｎ％を配分する． 

３）和解金のうちの一定額を，和解に応じないとした学会および未回答学会への配分を考

慮し，一定期間留保する． 

４）一定期間の後も配分されなかった和解金は，しかるべき公的機関（例えばユネスコな

ど）に寄付する． 

 

 終的には，2004 年 6 月 21 日以降学会センター破産までに送金（ただし，１０万円以下

の小額送金を除く）を受けた学会（65 学会）には債権額の 2.95％，送金を受けなかった学

会（168 学会）には債権額の 5.90%を配分することとした．そして，和解に応じた学会はこ

の解決金の受領により，前述の 6 名の元役員との学会センター破産に関する諸問題は解決

したものとみなし，今後その責任を追及しないこととした． 

 その後和解交渉委員会は， 終的に和解に応じるとした 233 学会に，上述した条件を記

した「確認書」を 2005 年 5 月 31 日付けで送付し，各学会に確認を求めた．それに対して

232 学会より確認書が返送された．確認書を返送してこなかった 1学会は債権額がゼロのた

め解決金の配分がないところだった．そこで 2005 年 6 月 13 日に破産管財人の立会いのも

とに，この確認書を元役員らの代理人に手渡した．また，その翌日（6 月 14 日）には破産
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管財人が管理していた元役員らの拠出金 5850 万円が元役員ら代理人に渡され，各学会には

元役員代理人から 2005 年 6 月 30 日に解決金が振り込まれた． 

 なお，これら和解交渉の過程で，原元常務理事からも学会との和解をしたい旨の申し入

れがあったが，これに対して和解交渉委員会は和解を拒否した．2003 年までの元常務理事・

専務理事には も大きい責任があると考えており，元理事長らと同等には考えられないた

めである．また，本件和解成立直後に木田元会長がご逝去された．ただし，まだご存命中

に木田先生の代理人であった伴弁護士より和解が成立したことをお知らせすることができ

た．この和解は，木田元会長と光岡元理事長のお 2人で合計 5000 万円もの私財を投げ打っ

てくださったからこそ成立したものである．木田元会長のご冥福をお祈りする． 

 さらに，この和解交渉に際し，破産管財人常置代理人の蓑毛弁護士には必要な債権額の

開示や未回答学会への連絡などにかかわり多くのご協力をいただくことができた．特にこ

こに記して謝意を表したい． 

 

１８．第２回～第４回債権者集会 

 学会センターの破産処理に関連し，都合 4 回の債権者集会が東京地方裁判所債権者集会

場で開催された（第２回：2005 年３月７日，第３回：2005 年４月 27 日，第４回：2005
年６月 15 日）．ここでは，各債権者集会で報告された内容を記録にとどめる． 

 

第２回債権者集会 

破産管財人・竹村弁護士からの説明 

・ 第１回債権者集会で報告した以降の活動内容について報告する． 
・ 学会の委託費未収金 1.37 億円を含む売掛金 5.53 億円を回収した． 
・ 元理事らと学会との和解について協議した．その結果，和解金として木田元会長から

2000 万円，光岡元理事長から 3000 万円，諸井元監事から 300 万円，村上元監事から

150 万円，寺尾元専務理事から 200 万円の計 5650 万円の預託を受けた．また，原元常

務理事からは，財団に提供する 460 万円のうち 160 万円を学会との和解金に組み入れ

てほしいとの申し入れを受けている． 
・ 関係する学会に対し，2004 年末から 2005 年初めにかけて，和解に応ずるか否かの回答

を求めるための文書を送付した．そして，3 月 3 日に和解交渉委員会との協議を行った．

この和解交渉に関しては後に説明する． 
・ 今野元専務理事は 3 月 3 日に自己破産を申し立て，受理された． 
・ 現在，預り金に対する資産が不足するようになった平成 3 年度以降の書類 300 箱を保管

している．これらは，直近の 3 年分を除いて 4 月末までに廃棄する． 
・ もし関連する学会でこれらの資料を必要とする場合，どのような資料が必要かを特定し

て文書で申し出てほしい．その場合，その後の保管料を支払ってほしい．また，それら

の資料を廃棄する場合は，断裁あるいは溶解による処分をしてほしい． 
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・ 公租公課約 3700 万円はすでに納付した． 
・ 優先債権約 3.3 億（元職員の退職金等）に対して配当を行う． 
・ 一般債権に対する配当はない． 
・ 学会誌の売掛金 24 件 1400 万円余りについては放棄する． 
・ 学会との和解交渉について，担当の蓑毛弁護士から報告する． 
常置代理人：蓑毛弁護士からの説明 
・ 和解交渉委員会との協議について説明する． 
・ 昨年末から今年初めにかけて，破産管財人名で和解に関する案内を書面で通知した．こ

れは，300 にもおよぶ学会が合計十数億円の預け金を持っていること，また和解を行う

ためには破産管財人が間に入ってほしいとの要請があったこと，また学会側には情報が

ないことなどを考え，できる範囲で和解交渉を手助けすることとした．ただし，これは

破産管財人の本来の業務ではないため，今後の和解交渉は和解交渉委員会と元理事ら代

理人との委ねられることになる． 
・ 約 300 の学会に案内を送付したところ，236 の学会から回答があった．約 60 の学会か

らは未回答である． 
・ 回答のあった 236 の学会のうち，「和解に応じる」としたものが 218 学会，「和解に応

じない」としたものが 18 学会である． 
・ 「和解に応じる」とした学会に関して，その各学会の預り金として管財人が把握してい

る額，および 6 月 21 日以降に送金を受けたか否かの事実に関する情報を和解交渉委員

会に開示した． 
・ 「和解に応じない」とした 18 学会に関する預り金残高については開示していない． 
・ また，未回答の学会名およびその預り金残高についても開示していない． 
・ 「和解に応じる」とした 218 学会の預り金総額は約 10 億円であり，これは管財人が把

握している預り金総額の 86.2％に相当する． 
・ また，「和解に応じない」とした学会のうち，「理事らの責任を追及しない」あるいは「理

事らに責任はないと考える」とした学会の預り金は総額の 1～2％に相当する． 
・ すなわち，預り金総額の約 9 割に相当する学会が「和解に応じる」あるいは「責任を追

及しない」と回答している． 
・ 「和解に応じない」としたうえで「別途責任を追及する」とした学会の預り金は，総額

の 3.8％である．また，未回答学会の預り金は総額の８％である． 
・ これだけの数の回答を得たことを受け，和解交渉委員会は今週より元理事らの代理人弁

護士との交渉を開始する． 
・ なお，和解交渉委員会は「和解に応じない」「別途責任を追及する」とした学会に対し

ても和解に応じてほしいとの要請を行う予定である． 
・ また，未回答の学会に対しても連絡をとる予定である． 
・ なお，理事側が和解に応じる意志があることを示すためにも，元理事らからの金員の預
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託を受けている．ただし，この金員は，管財業務終了までに和解が成立しなかった場合

には元理事らに返却することになる性質のものである． 
 

第３回債権者集会 

破産管財人：竹村弁護士からの説明 
・ 前回集会時点で換価はほぼ終了していたが，その後の変化があった部分について報告す

る． 
・ 学会ユーティリティーセンターに対する 2 億 9 千万円の貸付立て替え金について，ユー

ティリティーセンターとの和解が成立し，2 千万円を財団に組み入れた． 
・ 郵便切手等を清算し，150 万円を財団に組み入れた． 
・ 山崎ビルの保証金等について清算し，200 万円を財団に組み入れた． 
・ 優先債権に対する配当手続きを進めており，5 月末には配当の見込みである． 
・ 学会側と元理事らとの和解交渉について，4 月 25 日に行われた和解交渉についての報

告を伺っている． 
・ 和解のための金員を提出しているのは，木田元会長，光岡元理事長，諸井・村上元監事

および寺尾元専務理事である． 
・ 原元常務理事からも条件付で 160 万円を和解のために拠出するとの申し出があったが，

学会側は原元常務理事とは和解しないと主張している． 
・ 和解交渉の内容について，常置代理人・蓑毛より報告する． 
常置代理人：蓑毛弁護士からの説明 
・ 各学会の住所等の情報を知っているのは破産管財人のみだったので，2004 年末に和解

交渉委員会が発行した文書の発送に対して破産管財人が協力した． 
・ また，これに対して未回答であった学会のうち，債権額が 30 万円以上の学会に対して

2005 年に文書を再発送しているが，この再発送にも管財人は協力した． 
・ その後，回答のあった学会に対しての連絡は和解交渉委員会が行っている． 
・ 学会センターを利用していた約 300 の学会のうち，約 250 の学会から回答があり，そ

のうち 231 学会が「和解に応じる」，19 学会が「和解に応じない」としており，この「和

解に応じない」としている学会のうち 5 学会は「別途責任を追及する」と回答している

との報告を和解交渉委員会から受けている．また，未回答の学会は 50 学会との報告も

受けている． 
・ 和解交渉委員会と木田元会長・光岡元理事長代理人との交渉が 4 月 25 日に行われ，そ

の結果「おおむね交渉がまとまりそうである」との報告を受けている．なお，諸井・村

上元監事，寺尾元専務理事も木田元会長・光岡元理事長らの和解に準じた和解に応じる． 
・ 学会側から寄せられた回答を見ると，「（6 月 21 日以降に）送金を受けた学会には配分

しないでほしい」との意向が多かった． 
・ しかし，元理事らは「なるべく多くの学会と和解したい」との強い意向を示している． 
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・ そこで，送金を受けた学会と送金を受けなかった学会とに対して和解金を傾斜配分する．

具体的には，送金を受けた学会に n%を，送金を受けなかった学会には 2ｎ％を配分す

る，との意向である． 
・ また，理事側代理人より，未回答の学会や「別途責任を追及する」との学会があること

に対応したいとの主張があり，それらの学会に対応するため，一定期間・一定額を留保

する． 
・ これらの交渉内容については，関係する学会に対して和解交渉委員会から電子メール等

で伝えてある． 
 

第４回債権者集会 

破産管財人・竹村弁護士からの説明 
・ 前回集会時点で換価はほぼ終了していた．その後，収支について動きはほとんどない． 
・ 破産管財人は，学会と元理事長らとの和解の状況を見ていた．これに関する状況につい

て説明する． 
・ 昨年８月に管財人が開催した説明会の席上，京都教育大学の武田一郎先生からの要請を

受け，武田先生に学会側を代表して関連する学会の一覧を提供した． 
・ その後，日本学会事務センター破産被害学会連絡協議会が組織された． 
・ いっぽう，管財人は学会側と旧理事らとの和解の仲介を開始した．その際，被害学会連

絡協議会に参加する学会数は相当数にのぼるため，このまま和解交渉を行うには困難が

予想された．そのため，理事側との交渉を担当する人数を絞ることができないかを相談

した．その結果，和解交渉委員会が組織された． 
・ この和解交渉委員会は，滋賀県立大学・倉茂先生，東京医科歯科大学・木村先生，荒木

先生，日本コンピュータサイエンス学会・廣島先生の４名で組織されたものであった．

そして，和解が成立の見込みになったとの報告を受けた． 
・ 破産手続きの終結を考えたとき，学会側と旧理事らとの和解が成立しないと破産手続き

を終わらせにくい，と管財人は考えた． 
・ 和解交渉委員会は，特に多くの学会との連絡などで甚大な時間を使用した．この努力が

なければ，和解交渉が成立することはなかった． 
・ 和解交渉に際し，未回答学会が４９学会あった．これら未回答学会に対しては，本日以

降，和解交渉委員会では対応することはできない． 
・ 一方，「旧理事らとの和解には応じない」と回答した学会に対しては，今しばらくの間

は和解交渉委員会が対応していただけるとのことである．まだ和解に向けて動いていた

だける学会があるなら，ぜひ検討していただきたい． 
・ 未回答学会や「和解しない」とした学会への配当分は約５００万円である．これは，旧

理事側代理人である伴弁護士のところで保管し，一定時間後に公的機関に寄付される． 
常置代理人・蓑毛弁護士からの説明 
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・ 管財人団では，関連する２９９学会を把握している． 
・ これらの学会には，和解交渉に関する案内を昨年末より管財人より送付した． 
・ ２５０学会からは回答があり，これらに対してのその後の連絡は和解交渉委員会より行

った．一方，４９学会からは返事がなかった． 
・ 回答のなかった４９学会については，その連絡先を含めて情報を和解交渉委員会には開

示していない．したがって，和解交渉委員会はこれら４９学会に対してなんらかの働き

かけをすることができない状況にある． 
・ 一方，「和解しない」と回答した１７学会に対しては，今後もある程度の働きかけが和

解交渉委員会からあるものと思う． 
・ 旧理事らから提供された金員は合計 5850 万円である．この金員は，これまで破産管財

人に預けられていたが，これを昨日，理事側代理人の口座に送金した．今後，６月中に

はこの代理人より各学会に送金される． 
・ また，未回答学会および「和解しない」とした学会に対する留保分は 500 万円である． 
・ この留保分を除いた金額を，各学会に按分した．すなわち，２００４年６月２１日以降

に送金を受けた学会には債権額の 2.95％を，また送金を受けなかった学会には債権額の

5.9％を送金することとした． 
・ これにより，233 学会との和解が成立したことになる． 
・ なお，これまで「和解しない」としていた学会であっても，今後「和解する」と決定し

た学会には，今後しばらくは按分配分できる．ただし，未回答の学会に対しては，和解

交渉委員会はその連絡先すらも知らない状態なので，和解交渉委員会からそのような学

会に今後連絡を取ることはできない． 
・ 「和解する」と回答した学会については，その学会名・債権額など，必要な情報を和解

交渉委員会に開示した．しかし，「和解しない」とした学会についてはその情報は開示

されていない． 
・ したがって，「和解しない」としていた学会が「和解に応じる」と決定した場合，和解

交渉委員会は改めて管財人にその学会に関する情報の開示を求める必要がある．しかし，

管財人がこれらの資料を残すのはせいぜい今後 6 ヶ月程度である．したがって，和解に

応じる場合にはどうかすみやかに決定してほしい． 
 
そして，第４回債権者集会の 後に裁判長より「本件の破産管財業務はすべて終了したと

認める．本件破産手続きは終了廃止とする」との宣言がなされた． 
 

１９．国会にて 

 2005 年４月 11 日に開催された参議院決算委員会において，公明党の西田実仁議員が学会

センターの破産問題に関連して監督官庁である文部科学省に多くの質問した．その結果，

これまで我々の知り得なかった事実が文部科学省の口を通して語られた．詳細については
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参議院のホームページ等でその議事録をご覧いただきたい．本稿ではその要点を紹介した

い． 

 

（西田議員）－まず大臣に，監督責任のある文科省として，学会センターの破産について

どのような御所見をお持ちか，お聞きしたい． 

（中山文部科学大臣）「学会センターが破産に至ったのは，まずセンターが寄付行為に反し

て文部科学大臣の承認手続きを経ることなく長期借り入れを行うなど財務運営が適切に行

われなかったこと，また一部の役員のみがそれに関与し，長期間にわたって他の理事や監

事によるチェック機能が働いていなかったこと，さらにはこのような財務状況が明らかに

なって以降，センター再建に向けて関係者の理解や支援を得られなかったことに原因があ

ると考えている．文部科学省としては，同センターから報告をうけるまで財務状況の問題

点を認識するに至らず，今回の事態に至ったことは遺憾と言わざるを得ない．そういう意

味で法人の指導監督という観点からも改善すべき点があったのではないか，と考えてい

る．」 

（西田議員）－センターには学会からの預り金があり，そこから融通していけばいいだけ

のことなのだから，資金不足に陥ること自体がおかしいわけだが，それが生じてしまった

理由として挙げられているのが，このセンターが平成３年に本社ビルを発てるための長期

借り入れを文科省に報告することなく行ったことである．センターは当然，財務諸表等は

文科省に報告していたはずだが，その中にキャッシュフロー計算書というものは毎年提出

されていたのだろうか． 

（文科省）「学会センターは学会等に関する事業に関して特別会計を組んでおり，企業・法

人会計に基づいた会計を行っていた．そして，損益計算書，貸借対照表等が提出されてい

る．」 

（西田議員）－私の手元にあるキャッシュフロー計算書等を見ると，預金等（現金・未収

金・立て替え金・長期定期預金）の総額と学会からの預り金を比較したとき，本来なら預

り金の額より預金等の額が多くなくてはいけないのに，平成３・４年ぐらいからすでにマ

イナスになっている．特にビル建設には１１億円の費用がかかったのに対し，銀行からの

借り入れは１０億しかない．こうした事実は当時知らされていなかったのか． 

（文科省）「例えば流動資産や流動負債の部分について，全体の状況や総額の数字としては

報告を受けていたようだ．そして，具体的に全体として，固定資産その他の状況の評価額

とあわせて，全体としてはプラスマイナスがあうような形で貸借対照表が提出されてい

た．」 

（西田議員）－そのようなどんぶり勘定的なものではなく，キャッシュフロー計算書は提

出されていなかったということか． 

（文科省）「損益計算書が提出されていた，ということだ．」 

（西田議員）－学会センターは平成３・４年ごろから事業を拡大しようとし，本社ビルを
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始めとして，事務所を出したり子会社を作ったりし，そしてこの子会社に対して貸付を行

うなどして資金不足を呼んだのだと思う．ところで，このような組織のガバナンスである

理事会のメンバーや専務理事や常務理事に対し，文科省はどのように指導していくべきな

のか，どのような監督責任の範囲があるのか，お伺いしたい． 

（文科省）「平成８年に公益法人の設立許可および指導監督基準ができた．それ以前の指導

よりしっかりしようという目的で作られた基準であり，それにのっとって指導を行ってき

た．したがって，報告を求めたり，自分たちから状況を把握に参ったりということもやっ

ていたのだが，このような問題が生じたことから，我々としてもやはり見直しが必要だろ

うと考え，昨年１０月に公益法人の監督指導に関わる改善策というものをとりまとめ，そ

の指導徹底に努めている．」 

（西田議員）－もう一度数字に戻る．次期繰越余剰金が平成１２年度，１３年度，１４年

度とずっと出ている．しかし，キャッシュフローをみると平成３年の段階でもうマイナス

になっている．しかし，報告されているものではずっと繰越剰余金がでていて，１５年度

になっていきなり６億３千万円もの欠損金が出たと報告されている．ずっと余剰金がでて

いたのに，いきなり６億円もの赤字という信じられない決算になっている．こんなことが

生じていることをなぜ文科省は分からなかったのか． 

（文科省）「この法人は企業会計基準にのっとってずっと計算を行ってきた．我々は，公益

法人会計基準にのっとるようにという指導をこの法人にはかねてからしていた．平成１５

年度の決算では，初めて企業会計基準から公益法人会計基準に変更すると同時に，実際上，

今回初めて必要な引き当てを行った．つまり，従来から引き当てが必要だったものが損益

計算書に特別損失として計上されていなかった，ということだ．」 

（西田議員）－結局，報告がなかったから分からなかったということで，これで果たして

すまされるのか，と思う．特に，財団法人を一つ作るにしても，文部省は大変に厳しくチ

ェックしている．例えば人事の問題や経理の問題と，かなり厳しく設立のときにはチェッ

クしている．にもかかわらず，自分たちがある意味で天下りが行くところに関してはチェ

ックが厳しくないのではないかと，こういう疑念をもっている学会が多い．これについて

はどうか． 

（文科省）「学会センターについて言えば，文科省の勤務経験のある者は２名いる．１名は

専務理事で，財務状況が必ずしも良くないのではないかということが次第に明らかになっ

てきた段階で，文科省が紹介した者がこの専務理事である．会長については平成６年から

就任しているが，非常勤で無報酬である．学会センター独自に，この人の見識を買われて

就任したと承知している．」 

（西田議員）－公認会計士も一応数年前からこのセンターの財政上の問題点を指摘してき

たようだ．これも理事には伝えているということだが，理事会では議論されたが，報告は

されていない．結局，幕引きのために文科省の方が赴任されて大変苦労されたことは承知

している．いずれにしても，理事会のガバナンスがかなりいいかげんで，ほとんどが非常
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勤で，好き勝手にやってしまったようだ．文科省も，所管であるにもかかわらずなかなか

それが管理できなかった．今後，こうしたことを再発防止するためにはどうするか．まず．

文科省所管の財団法人は幾つあり，それを何人で所管しているのか．」 

（文科省）「文科省全体の公益法人数は 1935 法人である．問題になった学会センターを所

管していたのは学術研究助成課であり，ここが所管している公益法人数は 289 法人である．

公益法人の担当職員は課長を除いて３名である．」 

（西田議員）－今後のチェック体制は基本的にどうするのか－ 

（文科省）「こういったことが二度と起こらないように，昨年１０月に公益法人の指導監督

に係る改善策を取りまとめた．これには，実地検査を強化しようとか，定期だけではなく

臨時にも検査にいこうとか，あるいは指導監督に係る職員の研修を実施しようとか，この

ようなことをやっている．また，法人の監査体制を見直すという観点から，外部の監査の

積極的な導入とか，内部監査体制の改善にむけて指導を強化するなどの改善策を講じてき

たところだ．文科省関係の公益法人は数が多いうえ，当然信頼のうえに成り立っていたわ

けだが，いままでのチェック体制などに甘さや抜かりがあったのじゃないかと感じている．

今後再びこのようなことが起こらないようにしっかりと取り組んでいかないといけないと

考えている．」 

（西田議員）－なぜこうなってしまったのかということについて，今ひとつつまびらかに

されていない面もあるように聞いている．ぜひ，この経緯を更に公表する努力をお願いす

る．」 

 

 この国会質問によりわれわれが始めて知ったことがかなりある．学会センターは本来必

要な文部大臣（当時）の承認を得ることなく本部ビル建設のための長期借り入れを行って

いた．また，文科省から指導を受けていたにも係らず，平成 14 年度決算までは「公益法人

会計基準」にはのっとらず，「企業会計基準」にのっとった計算を行っていた．その際，必

要な引き当てが行われていなかった．本来なら退職給与引当金にしろ他の引当金にしろ，

一般企業であろうがなかろうが必ず行っておくべきものである．しかし，平成 14 年度決算

まではそのような引当金を行わずに放置し，その結果として経営が破綻していることを隠

すことができていた，ということなのだろう． 

 実は，学会センターの平成 15 年度決算での収支決算書をみても，上述したような学会セ

ンターの体質が見て取れる．たとえば，平成 15 年度予算では，長期借入金返済支出も短期

借入金返済支出もゼロで計上されている．しかし，決算では長期・短期ともに 4 千万円ず

つ支出している．長期借入金があるのならその返済を行うのはあたりまえのことだと思う

のだが，それが予算には入っていない．常識的には不可解である．しかし，この借入金は

文部大臣の承認を得ずに行われたものだという．そのため，決算にそれを返済しているこ

とを記載できなかったのだろうか．「記載してしまうと文科省に対してまずい」という配慮

でもしたのだろうか．それとも，単に「記載すると破綻がばれる」という発想だったのだ
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ろうか．いずれにせよ，平成 14 年度決算から平成 15 年度予算のころまでは，いい加減な

決算処理がまかりとおっていたことだけは間違いないようである． 

 その一方で，前述した大阪事務所元職員の話によれば，元常務理事や元専務理事は文部

省（当時）に出向き，本部ビルを建てることについてもお伺いを立てている，という．な

らば，文部省からは「長期借り入れには文部大臣の承認が必要」という指導だってあるの

が当然だと思う．それなのに「承認手続きを経ていなかった」というのはいったいなぜな

のだろうか．まさか文部省から「承認なしにやってもかまわない」などという指示があっ

たはずはないだろう．本部ビル建設当時の運営に，非常にいかがわしいにおいを感じてし

まう． 

 

 2004 年度には財団法人が２法人破産している．もちろんその一つが学会センターであり，

いま一つは外務省所管の財団法人・国際教育情報センターである． 2005 年 6 月 7 日に行わ

れた参議院決算委員会での「平成 15 年度決算審査措置要求決議」の中で，この 2法人の破

産に関連した要求決議がなされた．このうち，学会センターに関する部分をここに引用す

る． 

 

「（外務省管轄の財団法人国際教育情報センターに関する部分は省略） 

文部科学省所管の財団法人日本学会事務センターにおいては，財務状況が長年にわたっ

て徐々に悪化して債務超過に陥り，平成 16 年 8 月，破産宣告を受けた．同センターが文部

科学省に提出した報告書では，財務状況悪化の原因として，長期借入金で取得した同セン

ターの本部ビルに関し，その償還が適切に行われなかったことや，同センターが設立した

株式会社に対する貸付金が回収困難に陥った上，同センターによる債権回収の努力もなか

ったことなどを挙げている．また，同センターは，文部科学大臣の承認手続きを経ずに長

期借入れを行い，その返済について学会からの預り金を無断流用した上，当該事実につい

て平成 14 年度まで財務書類に計上していなかった．このような不適切な財務運営に一部の

役員のみが関与し，長期間にわたり他の理事や監事によるチェック機能が働いていなかっ

た上，文部科学省が同センターから報告をうけるまで財務状況の問題点を認識していなか

ったことは，ゆゆしき問題である． 

 外務省および文部科学省は，それぞれが所管する財団法人国際教育情報センター，財団

法人日本学会事務センターの破産について，なぜ破産に至ったのか，どのような指導，監

督が行われてきたのか等について，主務官庁として詳細な報告をすべきである．また，所

管するすべての公益法人の財務状況を精査して問題点を整理し，その上で監査体制を見直

すなど指導監督の強化徹底を図り，この種事案の再発防止に万全を期すべきである．」 

 

文部科学省がどのような調査結果を参議院決算委員会に報告するのか，いまはその状況

を見守っている． 
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２０．学会センターの規則から 

 前述したように，2005 年 6 月には元理事長らとの和解が成立した．財団法人の破産など

という前代未聞の事態に直面したわれわれとしては，その経緯をできるだけ詳細に解明し，

その記録を後世に残したいと考えた．そこで，本稿の草稿が完成した段階でその写しを元

理事長の光岡先生にお送りし，修正すべき点などのご指摘をいただくことにした． 

 数日後に光岡先生から私宛にお電話をいただいた．そして，さまざまなお話しを伺うと

共に，「私の手元にある資料の写しをそちらにすべてお送りする．破産直後に私が私の代理

人弁護士に宛てて提出したレポート等も同封する．それらには，この草稿には書かれてい

ないなまなましい事実が記録されている．ぜひともそれをこの原稿に加えてほしい．そし

て，それを含めて後世に残してほしい」と依頼された． 

 そこで，光岡先生からお送りいただいた資料を元に，新たに判明した事柄をここ以降に

記すこととする．光岡先生からの資料やお話しによれば，元専務理事や常務理事がいかに

理事会や理事長をないがしろにした運営をしていたのかがよくわかる．そのことをはっき

りさせるためにも，ここに学会センターの規則（公益法人なので「寄付行為」）のうち，会

計にかかわる部分を引用しておく． 

 

財団法人日本学会事務センター 寄付行為 

第３章 資産および会計 

（資産の構成） 

第５条 センターの資産は，次の各号によって構成される． 

１．設立当初寄付された財産 

２．設立後寄付された財産 

３．前２号の財産から生ずる収入 

４．事業に伴う収入 

５．補助金 

６．その他の収入 

（資産の種別） 

第６条 センターの資産をわけて，基本財産および運用財産とする． 

２ 基本財産は，次の各号をもって構成する． 

１．前条第１号に規定する財産のうち基本財産の部に記載する財産 

２．基本財産として指定して寄付された財産 

３．理事会において基本財産に繰入れることを議決した財産 

３ 基本財産は処分することができない．ただし，やむを得ない理由があるときは，

理事会において理事現在数の４分の３以上の議決を経，かつ，文部科学大臣の承認を

得て処分することができる． 
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４ 運用財産は，第２項で規定された基本財産の元本以外の財産および諸収入とする． 

（経費の支弁） 

第７条 センターの経費は，運用財産をもって支弁する． 

（資産の管理） 

第８条 センターの資産は，理事長がこれを管理し，その方法は理事会の議決による． 

２ 基本財産のうち現金は，確実な銀行預金に入れるか又は投資証券・信託・国公債・

確実な有価証券にかえて保管するものとする． 

（事業計画および収支予算） 

第９条 センターの事業計画及びこれに伴う収支予算は，年度開始前に，理事長が編

成し，理事会の議決を経て，文部科学大臣に届け出なければならない．事業

計画および収支予算を変更した場合も同様とする． 

（収支決算） 

第１０条 センターの決算は，理事長が作成し，財産目録，貸借対照表，事業報告及

び正味財産増減計算書とともに，監事の意見をつけ，理事会の承認を受けて，

年度終了後３月以内に文部科学大臣に報告しなければならない． 

２ センターの収支計算に収支差額があるときは，理事会の議決を経て，その一部も

しくは全部を基本財産に編入し，又は翌年度に繰り越すものとする． 

（長期借入金） 

第１１条 センターが借り入れをしようとするときは，その事業年度の収入を持って

償還する短期借入金を除き，理事現在数の３分の２以上の議決を経，かつ，

文部科学大臣の承認を受けなければならない． 

（新たな義務の負担等） 

第１２条 第６条第３項ただし書および前条の規定に該当する場合並びに収支予算で

定めるものを除くほか，センターが新たな義務の負担又は権利の放棄のうち

重要なものを行おうとするときは，理事会の議決を経なければならない． 

（特別会計） 

第１３条 センターは，理事会の議決を経て特別会計を設けることができる． 

（事業年度） 

第１４条 センターの事業年度は，毎月４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる． 

 

 第６条第４項にあるように，学会センターの諸収入は学会センターの「運用資産」と位

置づけられる．したがって，学会からの預り金を学会センター名義の口座で管理する以上，

一旦は学会センターの収入として処理される．したがって，学会センターは預り金を流用

して運用しても良い，とも解釈できる．一方で，長期借り入れを行おうとする場合には文

部科学大臣の承認が必要であることは第１１条に明記されている．前章国会答弁にあった

ように「文部科学大臣の承認を得ずに長期借り入れを行った」のであるから，完全な「寄
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付行為違反」である． 

 

２１．学会センターで行われていた長期借り入れ等の実態 

 では，平成３年に本部ビルを建設するために 10 億円の長期借り入れを行ったとき，理事

会ではどのような議論がなされたのであろうか．光岡先生はこの当時，すでに学会センタ

ーの理事に就任されていた．その光岡先生によると「長期借り入れを行うことについて理

事会には諮られていなかったと思う」と言う．他の理事に伺っても「そんな借金があった

とは知らなかった」と言う．文部省の承認も得ていないのは前述したとおりである．しか

し，実際の借り入れの手続きは当時の専務理事らによってなされており，実際に融資も受

けている．当時の専務理事や常務理事が理事会の了承を得ずに独断で長期借り入れを行っ

たことはまず間違いないだろう． 

 それどころか，第６章で述べた「1993 年以降に学会センターが持つ 1 億円以上の長期貸

付金」についても理事会には諮られていないうえ，理事長への報告もなかったと光岡先生

は言う．ユーティリティーセンターに対する３億円の融資にしても同様である．このよう

な貸付は学会センターの本来の事業ではないのだから，本来の収支予算に計上されるよう

なものではなく，当然理事会の承認を得る必要がある．しかし，それが諮られていないの

だから，これまた当時の専務理事らの独断で行われたことがわかる． 

 この事情がわかると，平成 15 年度予算で長期借入金に対する返済が計上されていなかっ

た理由も歴然である．もしこれを計上すれば，理事会および文科省に「長期借入金がある」

ことが直ちにばれてしまうからである．しかし，破産管財人は「粉飾等は見当たらない」

という．破産管財人によると「特別会計の貸借対照表には長期借入金の金額がきちんと記

載されており，その数字に誤りはない」のだという．つまり，たとえ予算や決算に長期借

入金に対する返済金額が計上されていなくても，貸借対照表上ではきちんと計算された金

額が記載されていた，ということなのだろう．会計処理にある程度精通した人間がこれら

の資料を点検すればきっと気付いたのだと思う．しかし，一般の非常勤理事たちがそのよ

うなことに気付くことはなかったようである．それを良いことにして，元専務理事らは理

事会に対して「健全に運営されている」と言い張っていた，という図式が見えてくる． 

 では，学会センターの実際の運営はどのようになっていたのだろうか．光岡先生による

と，設立時の専務理事だった山田氏がすべての実権をにぎっており，2004 年 3 月まで専務

理事だった今野氏は山田氏の言いなりだったという．学会センター本部ビルの建設につい

ても，これを建設したのは山田氏が専務理事から退任した後のことであるが，実際に計画

したのは山田氏だという．山田氏は専務理事退任後も学会センターの理事を務めており，

1994 年からは学会センターの常任顧問である．そして，今野氏は重要な判断をするときに

は山田氏にお伺いを立てていたという．すなわち，上述したような理事会を謀るような会

計処理は，山田氏と今野氏のラインで企てられた疑いが大きいのである．ただし，特別会

計の貸借対照表にはこれらがきちんと記載されていたため，粉飾決算とはなっていないの
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である． 

 

２２．破産直前の学会センターの動き 

 前述したユーティリティーセンターの当時社長だった神戸氏の横領が発覚したのが 2003

年 3 月，また轟氏の暴行傷害事件が発生したのが 2003 年 2 月である．これにより，神戸氏

は同年 6 月に解雇，また轟氏も同年 9 月に常務理事職から退任している．神戸氏はその後

行方が不明であるといわれている．これらの事件が引き金になり，学会センターの常勤理

事をすべて入れ替える動きが活発化した．10 月には寺尾氏が着任した．そして，主に寺尾

氏の手で学会センターの財務状態について調査された． 

 2003 年 11 月には寺尾氏が臨時理事会に「学会センターの収入が落ち込み，収益率が低下

している」と報告し，また 12 月 26 日の経営会議で寺尾氏は経営状態が危機的であること，

また学会からの預り金に依存した体質であることなどを報告している．このとき，本来な

ら公益法人会計基準にのっとった会計処理をしなくてはならないのに学会センターではこ

れまで企業会計基準による処理がなされていたこと，預り金が相当額流用されておりしか

もそれは学会の了解を得ていないものであることも指摘している．すなわち，学会センタ

ーの経営陣は理事長を含めて 2003 年 12 月にはその経営が危機的であることを完全に認識

していたことになる． 

 2004 年 2 月 5 日に開催された経営会議および 2月 23 日の経営会議では，寺尾氏より「支

払い資金が枯渇し，資金繰りに苦慮している」「平成 16 年度（2004 年度）予算では収入が

約 2 億円減の大幅減になる」「平成 15 年度は営業収支で赤字決算となり，これで 4 年連続

赤字決算である」「学会からの預り金から相当額の流用がある」「財務状況は危機的である」

ことが報告された．なお，この席上で「財務状況についての開示を余儀なくされた（ただ

し，どこに開示したかは未報告）ことも報告された．このときより，学会センターは具体

的な再建計画を立てるようになったのである． 

 これらのことが理事会に報告されたのは 2004 年 3 月 22 日である．寺尾氏より「預り金

の相当額が流用されており，これは不正行為にあたる」ことが報告されている．そしてこ

の理事会で今野氏と原氏は常勤理事から解任され，寺尾氏が専務理事に，また山口氏が常

務理事に選任された． 

 このころより学会センターは報道各社の報道に対する対処を取り始めている．2004 年 3

月 3 日の朝日新聞夕刊で「ユーティリティーセンター前社長の 5700 万円着服」が報じられ，

その翌日の対応について山口氏から光岡先生らに宛てたファックスには「毎日新聞，TBS テ

レビ，NHK などから電話による問い合わせがあった」「読売新聞はすでに過去数年の財務諸

表を入手しており，近日中に学会センター財務の本質を突く記事を掲載することが予想さ

れる」との記載がある．また朝日新聞の報道が契機となり，委託打ち切りを申し出る学会

も出ている．そののち，5月 20 日には読売新聞の取材を受けており，読売新聞の記者は「学

会預かり金 16 億円に対する流動資産がないことをどう考えているのか」「学会預かり金に
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見合う流動資産がないのは，学会預かり金を流用していることにならないか」「学会預かり

金の中には学会センターの委託費あるいは経費になるものが含まれていることは理解でき

るが，それらと学会のお金とは分けて経理すべきではないか」などの質問をしている．こ

れに対して学会センターは「学会預り金に見合う流動資産がないことは適当ではない面が

あるが，固定資産を含めてバランスは取れている」「学会預かり金はセンターの財務に入っ

ているものである」「（委託費部分との分離会計をしていないことに対して）設立時よりこ

の会計処理方式を行っている．良い面もあるが，この方式が 良というわけではないと考

えている」などと回答している． 

 6月25日には理事会が開かれ，ここで学会センターは破産寸前であることが報告された．

そして，「決算方式を公益法人会計基準により作成したところ，2003 年度末までに約 7.1 億

円の累積赤字があることが判明した」「長期借入金返済の支出が見落とされていた」ことな

どが報告されている．この段階で，学会センターの理事たちは学会センターの経営が立ち

行かなくなっている現実を知らされたわけである． 

 7 月 3 日には学会センターの「学会預かり金流用」等に関する記事が読売新聞に掲載され

た．そしてこれを契機に学会センターは関係学会に説明会を開催しなくてはならないこと

になり，7 月 10 日と 7 月 13 日に東京で，また 7 月 11 日には大阪で説明会を開催した．こ

の席上で「再建案」が示されたが，学会側はこれに対して反発し，再建計画は白紙撤回し

なくてはならなくなったことは前述した通りである． 

 そして，8月 6日には民事再生法適用申請をし，8月 9日にはこれが棄却され破産宣告を

受けている．説明会から破産宣告までの間，次のようなことがあった．7月中ごろには完全

に経営に行き詰まり，寺尾氏は光岡先生に「いますぐ 10億の金を用意しなくてはならない．

そのために理事会を開催してほしい」との要望をしたという．どうやら，理事たちに資金

を工面してもらおうとしたようである．7 月 20 日には臨時理事会が開催されたが，どの理

事もこれに応えることができなかった．ここで光岡理事長は，治療中の病気が悪化してい

たので，診断書を添えて辞表を提出した．しかしこれが承認されたかどうかは不明である．

また，7 月 23 日付けで関係学会に流された文書では「資金を出してくれるところが見つか

りそうである」とあった．きっとなにか資金繰りの当てがこのときにはあったのだろうが，

その交渉がその後に完全に行き詰まり，にっちもさっちもいかなくなっていたのであろう．

そう考えると，8月には「民事再生法適用申請」ではなく「破産の申し立て」をするのが適

当だったように思える．これについて光岡先生に伺うと「寺尾氏は春には『民事再生法適

用申請もやむなし』という考えであり，そのことも話していた．その手前，破産申し立て

はできなかったのでしょう」とのことであった． 

 

２３．光岡先生の心境 

 光岡先生の元に 2005 年 5 月と 6月に山田氏より妙な申し入れがあった．光岡先生は学会

出版センターから先生の監修した本を発行している．それに関連して 5 月に「光岡先生の
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監修している本を売って欲しい．在庫を吐き出したい」と山田氏が申し入れてきた．在庫

を吐き出して現金化したかったらしい．しかし，光岡先生の関係する学会のメンバーが先

生をプロテクトし，山田氏には会わせなかった．その後，6 月になって山田氏は「先生の名

前で借りている金があるから，その返済を手伝ってほしい」と言い出した．もし学会セン

ター理事長名で学会センターが借りた金だとしたなら，このタイミングではすでに破産処

理が終了しているはずであり，まだ未処理の借金が残っているはずもない．しかし，この

ようなわけのわからない要求を，光岡先生の自宅にまで来て行っていったという．さらに

は文書で「先生の名義で借りた借金が 1500 万円ある．これを 13 回に分けて支払ってほし

い．先生名義なのだから，先生には返済の義務がある」と申し入れてきた．光岡先生は「そ

のような要求をするのなら，その旨の裁判をおこしてほしい」と要求したところ，このよ

うな変な申し入れは止まった，という． 
 もし本当に光岡先生の知らないうちに先生名義の借金をしたのなら，それだけで犯罪で

あろう．それとも，ていのいい芝居だったのだろうか？ いずれにせよ，非常にダーティ

ーなことである． 

 光岡先生は学会センターの体質について次のように振り返っている． 

・ 「親方日の丸」の意識であった． 

・ ただし，国からの補助はまったくない． 

・ 当事者意識に欠けるが，給料は良い． 

・ 学会に対するサービスは悪い． 

・ 限度を知らなかった．それなのに次々と委託学会を増やしていった． 

・ 会員名簿の管理をコンピュータで行っていたのは良かった． 

・ しかし，電子出版までできる力量はないのに多額の金を投資した． 

・ 理事長・非常勤理事の意見を伺うことは少なかった． 

・ 終的には，職員と非常勤理事に責任をかぶせた． 

・ 資本金が 2000 万円しかなかったのに借金してビルを立て，かつ多くの学会受託事業を

行ったことが誤りである． 

・ このような事業では，社長に相当する理事長は有給でかつ経営のわかるものが責任を持

ってあたるべきである．しかし実態は，理事長は無給の非常勤であり，有給の専務理事

や常務理事がやりたい放題であった．理事会に諮ることなく実施していたことが多すぎ

た． 

・ チェック機能がまったくなかった．公認会計士や文科省によるチェックもあったが，気

付いたときには手遅れだった． 

そのうえで，一学徒であった先生が無給かつ非常勤でありながら学会センターの理事長

職を引き受けたこと自体が大きな誤りであった，と反省している．また 終的には光岡先

生と木田元会長の 2人で 5000 万円もの資金を提供して学会との和解に進んだことには「学

会の活動を正常化させるのにもっとも早い道をとりたかった」と言っている．ご自身も学
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会活動を活発に行っていた，研究者らしい視点だと思う．その一方で「文科省の指示で破

産にむけた処理がなされたのではないだろうか．元理事長と元会長に責任を負わせて」と

の疑念も持っておられるのである． 

また，光岡先生から提供された資料を見ると，学会センターの常勤理事とその周辺で「ど

ろどろとした人間関係」が作られていたことがわかる．たとえば東京の本郷のビルに新た

な事務所を開設したとき，その内部の造作にはかなり豪華で，かなりの資金を要したとい

う．これを計画したのはＸ氏だというが，それに対しＹ常勤理事は「こんなことをやった

らＺ常勤理事は反対するだろう」と進言した．するとＸ氏は「Ｚのセクハラのことをつか

んでいるから黙らせる」と言っていた，と言う．また，Ｘ氏はＹ常勤理事の動向を探るた

め，Ｙ常勤理事からのファックスが多く入る事務所に自分のスパイとなる人間を勤務させ

ていた，という．学問の発展に供するべき組織での人間関係を知ると，いかに学会センタ

ーの経営陣が腐っていたかがよくわかる． 

 

２４．おわりに 

 学会センターの破産処理は終了し，多くの学会と元理事長らとの和解も成立した．監督

官庁である文部科学省も参議院に調査結果を報告しなくてはならない．そしてその結果が

出ることにより，われわれが行ってきた活動も終息を迎えることになる． 

 学会センターが破産したあと，学会事務を代行する会社が多く出現した．学会センター

自身およびユーティリティーセンターの事業はメディ・イシュなる会社が引き継いだ．そ

の意味では，学会センターの破産により学会事務委託の民営化が促進されたことになる．

それらの会社では，納入された学会会費の取り扱いについてはかなり慎重になっており，

学会センターが学会からの預り金を流用するような事態は引き起こされにくくなってきた

のだろう． 

 学会センター破産に関連し，新聞紙上などでは「学会側も学会センターの経営状況をチ

ェックしておく責務がある．学会も責任を免れない．」という趣旨の意見が結構見られた．

もとより，各学会の役員は自分の学会会員に対し，その学会活動を円滑に行えるようにす

る責務を負っている．そして，学会センターの経営破綻を見抜けなかった道義的責任は当

然あるだろう．しかし，学会センターの場合にしても，その決算書類を見ることができた

のは理事および監督官庁であり，ユーザーである学会にはそのような情報は一切ない．新

たに設立された多くの学会事務代行会社にしても，その役員や株主になら決算書類等を提

示することはあるだろうが，一介のユーザーたる学会はそれをどこで手に入れればよいの

だろうか．また，もし手に入れたからといって，それに関連して発言するチャンスなどあ

るのだろうか． 

 学会センターを利用していた学会は，どこもかなり大きな経済的損害を被った．それと

同時に，このような危機管理を考えた学会運営とはいかなるものであるべきか，それぞれ

が学んだと思う．「お金を含めて事務を丸投げする」などという恐ろしいことを行うことに
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対し，きっと日本の学会は慎重になることと思う． 

 破産被害連絡協議会を立ち上げたとき，幹事たちでよく話していたことの中に次の 2 つ

がある．1つ目は「研究者であるわれわれが直面している事態の事実が解明できないとした

ら，研究者としての面目が立たない．研究者の仕事は事実を解明し，真実を追究すること

だ．だから，この破産問題の事実解明はなんとしてでもしなくてはならないのだ」という

ものである．もう１つは「研究者が仕事にけりをつけるとき，解明した事実を後世につた

えるべく，なんらかの印刷物等を残す．だから，この破産問題にしても，このようなこと

が二度とおきないようにするためにも，我々が知り得たことがらを後世に伝えなくてはな

らない．」本稿を書いているとき，この 2つの言葉が恒に心に浮かんでいた． 


























































































